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アメリカ合衆国の再生可能エネルギー法制に関する一考察（一）

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
制
に
関
す
る 

　

一
考
察
（
一
）

─
─
Ｒ
Ｐ
Ｓ
と
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
関
係
性
を
中
心
と
し
た
わ
が
国
へ
の
示
唆
─
─

小　
　

林　
　
　
　

寛

は
じ
め
に

第
１
章　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
制
─
─
連
邦
法

の
検
討
─
─

　

第
１
節　

連
邦
電
力
法
（Federal Pow

er A
ct of 1920

）

　
　

第
１
款　

概
要

　
　

第
２
款　

Ｆ
Ｐ
Ａ
に
関
す
る
近
時
の
事
案

　

第
２
節　

公
益
事
業
規
制
政
策
法
（Public U

tility Regulatory 
Policies A

ct of 1978

）

　

第
３
節　

二
〇
〇
五
年
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
法
（Energy Policy A

ct 
of 2005

）

　

第
４
節　

連
邦
法
の
下
で
の
Ｒ
Ｐ
Ｓ
と
Ｆ
Ｉ
Ｔ 

　

第
５
節　

そ
の
他
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
支
援
制
度

　
　

第
１
款　

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
税
額
控
除
の
延
長
・
段
階
的
廃
止

（renew
able energy tax credit extension and 

phaseout

）

　
　

第
２
款　

電
化
製
品
お
よ
び
そ
の
他
の
最
終
使
用
設
備
に
係
る
省
エ

ネ
ル
ギ
ー
基
準
（energy effi

ciency standards for 
appliances and other end-use equipm

ent

）

第
２
章　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
制
─
─
七
州
の

制
度
の
検
討
─
─

　

第
１
節　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
理
解
と
こ
れ
を
採
用

す
る
州

　

第
２
節　

七
州
の
制
度
の
検
討

　
　

第
１
款　

ハ
ワ
イ
州
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は
じ
め
に

　

筆
者
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
制
の
下
で
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
準
（Renew

able 

Portfolio Standards

）（
以
下
「
Ｒ
Ｐ
Ｓ
」
と
い
う
）
と
固
定
価
格
買
取
制
度
（Feed-in T

ariff

）（
以
下
「
Ｆ
Ｉ
Ｔ
」
と
い
う
）
の
関
係

性
に
つ
い
て
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る）1
（

。
両
者
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
と
し
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
を
促
進
す
る
手
法
と
い

う
点
で
共
通
し
て
い
る
が）2
（

、
Ｒ
Ｐ
Ｓ
が
利
用
す
べ
き
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
量
に
着
目
す
る
の
に
対
し
て
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
は
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
価
格
に
着
目
す
る
点
で
両
者
は
大
き
く
異
な
る
。
地
球
温
暖
化
対
策
に
関
し
て
現
在
、
世
界
は
京
都
議
定

書
の
第
一
約
束
期
間
終
了
後
の
第
二
約
束
期
間
に
移
行
し
て
い
る
と
こ
ろ）3
（

、
二
〇
一
五
年
一
二
月
一
二
日
に
パ
リ
協
定
が
採
択
さ
れ
、

　
　

第
２
款　

メ
イ
ン
州

　
　

第
３
款　

オ
レ
ゴ
ン
州

　
　

第
４
款　

ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
州

　
　

第
５
款　

バ
ー
モ
ン
ト
州

　
　

第
６
款　

ワ
シ
ン
ト
ン
州

　
　

第
７
款　

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州

（
以
上
、
本
号
）

第
３
章　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
制
─
─
連
邦
法

お
よ
び
各
州
制
度
の
検
討
を
踏
ま
え
て
─
─

　

第
１
節　

連
邦
法
と
州
法
の
関
係
性

　

第
２
節　

Ｒ
Ｐ
Ｓ
と
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
関
係
性

　

第
３
節　

各
州
に
お
け
る
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
分
析

第
４
章　

わ
が
国
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
制

　

第
１
節　

わ
が
国
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
変
遷
と
Ｒ
Ｐ
Ｓ
の
成
立
経
緯

　

第
２
節　

わ
が
国
の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
成
立
・
改
正
経
緯

　

第
３
節　

わ
が
国
の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
内
容
─
─
二
〇
一
六
年
五
月
改
正
後
─
─

　
　

第
１
款　

Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
概
要

　
　

第
２
款　

改
正
再
エ
ネ
特
措
法
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
入
札
制
度

　
　

第
３
款　

改
正
再
エ
ネ
特
措
法
の
そ
の
他
の
内
容

第
５
章　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
制
に
関
す
る
考

察
を
踏
ま
え
た
わ
が
国
へ
の
示
唆

　

第
１
節　

Ｆ
Ｉ
Ｔ
と
入
札
制
度
等

　

第
２
節　

Ｒ
Ｐ
Ｓ
と
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
関
係
性

　

第
３
節　

地
域
特
有
の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
導
入
の
妥
当
性

む
す
び
に
代
え
て

（
以
上
、
九
十
巻
十
一
号
）
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各
国
の
批
准
が
進
み
、
同
協
定
は
二
〇
一
六
年
一
一
月
四
日
に
発
効
し
た）（
（

。
こ
れ
に
よ
り
、
す
べ
て
の
国
が
排
出
削
減
に
向
け
た
目

標
・
行
動
を
作
成
・
提
出
し
五
年
ご
と
に
更
新
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
か
ら
、
世
界
全
体
に
お
け
る
地
球
温
暖
化
対
策
が
よ
り
一
層

求
め
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た）5
（

。

　

こ
の
点
、
わ
が
国
の
二
〇
一
六
年
四
月
か
ら
の
電
力
自
由
化
へ
の
移
行
に
先
行
し
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
一
九
九
二
年
エ
ネ
ル

ギ
ー
政
策
法
が
電
力
自
由
化
の
契
機
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
の
と
同
様
に）（
（

、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
制
を
含
む
環
境
法
の
様
々
な

局
面
に
お
い
て
同
国
の
対
応
は
わ
が
国
に
先
行
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
欧
州
以
外
の
比
較
対
象
国
の
一
つ

と
す
る
こ
と
は
有
益
な
研
究
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

二
〇
一
四
年
度
に
お
け
る
わ
が
国
の
発
受
電
電
力
量
（
一
般
電
気
事
業
用
）
に
占
め
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
割
合
は
一
二
・

二
％
（
水
力
を
除
く
と
三
・
二
％
）
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ）7
（

、
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
基
本
的
視
点
と
さ
れ
る
、
安
定
供
給
、
経
済
効

率
性
、
環
境
適
合
お
よ
び
安
全
性
（「
３
Ｅ
＋
Ｓ
」）
を
考
慮
し
て）8
（

、
二
〇
一
五
年
七
月
に
策
定
さ
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
ミ
ッ
ク
ス
に
よ

る
と
二
〇
三
〇
年
度
に
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
割
合
を
二
二
～
二
四
％
程
度
（
う
ち
地
熱
一
・
〇
～
一
・
一
％
程
度
、
バ
イ
オ
マ
ス

三
・
七
～
四
・
六
％
程
度
、
風
力
一
・
七
％
程
度
、
太
陽
光
七
・
〇
％
程
度
、
水
力
八
・
八
～
九
・
二
％
程
度
）
に
増
加
さ
せ
る
目
標
が
定

め
ら
れ
た）9
（

。
し
か
し
、
こ
の
目
標
は
義
務
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
わ
が
国
は
、
二
〇
〇
二
年
に
電
気
事
業
者
に
よ
る
新
エ
ネ

ル
ギ
ー
等
の
利
用
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
一
四
年
六
月
七
日
法
律
第
六
二
号
）
を
制
定
し
、
電
気
事
業
者）（（
（

は
販
売
電
力
量
の
う

ち
基
準
利
用
量
以
上
の
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
（
同
法
二
条
二
項
）
電
気
の
利
用
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
っ
た
（
同
法
五
条
）

（
以
下
「
Ｒ
Ｐ
Ｓ
」
と
い
う）

（（
（

）。
し
か
し
な
が
ら
、
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
の
東
日
本
大
震
災
の
後
、
同
年
八
月
に
、
電
気
事
業
者

に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
三
年
八
月
三
〇
日
法
律
第
一
〇
八
号
）（
以
下
「
再
エ
ネ

特
措
法
」
と
い
う
）
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
Ｒ
Ｐ
Ｓ
か
ら
、
固
定
価
格
買
取
制
度
（Feed-in T

ariff

）（
以
下
「
Ｆ
Ｉ
Ｔ
」
と

い
う
）
に
と
っ
て
代
わ
る
こ
と
と
な
っ
た）（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
電
気
事
業
者
は
、
Ｒ
Ｐ
Ｓ
に
よ
る
基
準
を
達
成
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
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る
わ
け
で
は
な
い
し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
ミ
ッ
ク
ス
に
策
定
さ
れ
た
目
標
を
達
成
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
後
述
す
る

と
お
り
、
わ
が
国
の
再
エ
ネ
特
措
法
に
基
づ
く
Ｆ
Ｉ
Ｔ
が
二
〇
一
二
年
七
月
一
日
に
施
行
さ
れ
て
か
ら
様
々
な
課
題
が
発
生
し
、
二

〇
一
六
年
五
月
に
重
要
な
改
正
が
行
わ
れ
た
。
今
後
も
再
エ
ネ
特
措
法
の
施
行
状
況
を
踏
ま
え
て
改
正
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
る
。
こ
の
点
、
今
後
の
わ
が
国
の
対
応
と
し
て
、
大
塚
直
教
授
に
よ
る
「
Ｆ
Ｉ
Ｔ
に
よ
っ
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
導
入
が
飽
和

状
態
に
な
っ
た
と
き
は
Ｒ
Ｐ
Ｓ
に
戻
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
」
と
の
指
摘
が
あ
る）（（
（

。
も
し
Ｒ
Ｐ
Ｓ
に
戻
る
場
合
に
は
、
電
気
事

業
者
は
Ｒ
Ｐ
Ｓ
に
よ
る
基
準
を
達
成
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
複
数
の
州
に
お
い
て

は
、
後
述
す
る
と
お
り
、
Ｒ
Ｐ
Ｓ
と
Ｆ
Ｉ
Ｔ
が
補
完
関
係
に
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
制
（
特
に
州
の
制
度
）
を
考
察
の
対
象
と
し
な
が
ら
、
わ
が
国
に
お
け
る
今
後
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

法
制
に
つ
い
て
、
Ｒ
Ｐ
Ｓ
と
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
関
係
性
を
中
心
に
検
討
を
行
い
、
一
定
の
示
唆
を
見
出
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

本
稿
に
お
け
る
考
察
の
順
序
と
し
て
、
ま
ず
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
連
邦
法
お
よ
び
そ
の
下
で
の

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
支
援
制
度
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。
そ
の
後
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
を
採
用
し
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
促
進
に

取
り
組
ん
で
い
る
七
つ
の
州
の
制
度
を
考
察
す
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
連
邦
法
と
州
法
の
関
係
性
お
よ
び
Ｒ
Ｐ
Ｓ
と
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の

相
互
補
完
関
係
性
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
制
の
検
討
を
踏
ま
え
て
、

わ
が
国
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
制
に
つ
い
て
成
立
・
改
正
経
緯
を
概
観
し
、
制
度
の
中
核
を
な
す
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
内
容
を
検
討
す
る
。

Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
検
討
に
あ
た
っ
て
は
近
時
の
再
エ
ネ
特
措
法
の
改
正
（
特
に
入
札
制
度
）
に
も
焦
点
を
当
て
る
。
そ
の
う
え
で
、
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
に
お
け
る
法
制
と
の
比
較
考
察
に
よ
っ
て
、
わ
が
国
の
法
制
度
に
つ
い
て
一
定
の
示
唆
を
見
出
す
こ
と
を
試
み
る
。
す
な

わ
ち
、
む
す
び
に
代
え
て
、
Ｒ
Ｐ
Ｓ
か
Ｆ
Ｉ
Ｔ
か
の
択
一
的
議
論
で
は
な
く
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
な
い
し
は
Ｆ
Ｉ
Ｐ
を
Ｒ
Ｐ
Ｓ
の
目
標
を
達
成

す
る
た
め
の
補
完
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
両
者
の
統
合
化
な
い
し
は
協
働
化
を
図
る
こ
と
に
つ
い
て
提
言
を
行
う
。
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第
１
章　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
制
─
─
連
邦
法
の
検
討
─
─

　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
制
を
考
察
す
る
前
提
と
し
て
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
、
こ
れ
を
利
用

し
て
発
電
す
る
以
上
、
電
力
に
関
し
て
規
制
を
行
う
連
邦
法
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
電
力
規
制
を
定
め

る
一
九
二
〇
年
の
連
邦
電
力
法
お
よ
び
一
九
七
八
年
の
公
益
事
業
規
制
政
策
法
を
検
討
す
る
。
さ
ら
に
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

含
む
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
を
包
括
的
に
定
め
る
重
要
な
法
律
と
し
て
二
〇
〇
五
年
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
法
に
つ
い
て
も
検
討
を
行
う
。

な
お
、
公
益
事
業
規
制
政
策
法
お
よ
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
法
は
連
邦
電
力
法
の
改
正
法
で
も
あ
る
。

第
１
節　

連
邦
電
力
法
（Federal Pow

er Act of 1920

）

第
１
款　

概
要

　

一
九
二
〇
年
の
連
邦
電
力
法
（
そ
の
後
の
改
正
も
含
む
）（
以
下
「
Ｆ
Ｐ
Ａ
」
と
い
う
）
は）（（
（

、
連
邦
電
力
委
員
会
（Federal Pow

er 

Com
m

ission

）（
現
在
の
連
邦
エ
ネ
ル
ギ
ー
規
制
委
員
会
）
を
創
設
し
、
こ
れ
に
航
行
可
能
水
域
（navigable w

aters

）
に
お
け
る
水

力
発
電
事
業
に
係
る
権
限
を
授
与
し
た）（（
（

。
そ
の
後
、
一
九
三
五
年
の
改
正
に
よ
り
Ｆ
Ｐ
Ａ
は
同
委
員
会
に
対
し
て
卸
売
電
力
価
格
を

規
制
す
る
権
限
を
授
与
し
た）（（
（

。

　

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
業
も
電
力
事
業
で
あ
る
と
こ
ろ
、
電
力
事
業
を
行
う
に
は
、
ま
ず
連
邦
上
お
よ
び
州
法
上
の
規
制
要
件

を
充
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）（（
（

。
こ
の
点
、
Ｆ
Ｐ
Ａ
に
基
づ
く
連
邦
エ
ネ
ル
ギ
ー
規
制
委
員
会
（Federal Energy Regulatory 

Com
m

ission

）（
以
下
「
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
」
と
い
う
）
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
電
気
、
天
然
ガ
ス
お
よ
び
油
の
す
べ
て
の
州
を
ま

た
が
る
伝
送
（interstate transm

issions

）
を
規
制
す
る
権
限
を
有
す
る）（（
（

。
例
え
ば
、
太
陽
光
発
電
設
備
の
多
く
は
、
地
域
に
お
け

る
送
電
系
統
に
つ
な
が
っ
て
い
る
た
め
、
当
該
設
備
に
つ
い
て
も
、
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
の
管
轄
に
服
す
る
こ
と
に
な
る）（（
（

。
Ｆ
Ｐ
Ａ
に
基
づ
く
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Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
の
規
制
権
限
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
州
の
管
轄
権
と
の
関
係
も
め
ぐ
っ
て
、
後
述
す
る
Ｒ
Ｐ
Ｓ
と
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
関
係
性
の
論

点
に
結
び
付
く
も
の
で
あ
る
。
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
は
連
邦
エ
ネ
ル
ギ
ー
省
（
一
九
七
七
年
設
立
）
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
独
立
の
規
制
組
織

で
あ
り）（（
（

、
歴
史
的
に
連
邦
水
力
発
電
法
、
Ｆ
Ｐ
Ａ
、
天
然
ガ
ス
法
、
天
然
ガ
ス
政
策
法
お
よ
び
そ
の
他
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
関
連
法
に
関

す
る
権
限
を
行
使
す
る
機
関
で
あ
る）（（
（

。
規
制
対
象
と
な
る
電
気
事
業
者
に
係
る
卸
売
電
力
価
格
は
Ｆ
Ｐ
Ａ
二
〇
五
条
お
よ
び
二
〇
六

条
の
下
で
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
に
よ
る
規
制
に
服
す
る）（（
（

。
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
は
、
卸
売
電
力
価
格
に
影
響
を
与
え
る
規
則
や
実
務
が
公
正
か
つ
合
理
的

で
あ
る
こ
と
を
確
保
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る）（（
（

。
こ
う
い
っ
た
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
の
規
制
権
限
は
、
Ｆ
Ｐ
Ａ
（
お
よ
び
そ
の
改
正
）
に
基
づ

く
も
の
で
あ
る
。
同
法
は
、
水
力
資
源
の
開
発
に
対
す
る
規
制
（
第
１
章
）、
州
間
取
引
に
従
事
す
る
電
気
事
業
者
に
対
す
る
規
制

（
第
２
章
）、
被
免
許
者
お
よ
び
電
気
事
業
者
に
対
す
る
行
政
上
の
手
続
き
（
第
３
章
）、
州
お
よ
び
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
水
道
水

の
保
全
施
設
（
第
４
章
）
に
分
か
れ
る
。

　

Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
は
、
電
気
の
州
を
ま
た
が
る
（interstate

）
卸
売
（w

holesale

）
に
つ
い
て
広
範
な
管
轄
を
有
す
る
一
方
で
、
州
は
そ

の
境
界
内
に
お
け
る
電
気
の
小
売
り
、
地
域
的
送
電
、
発
電
所
お
よ
び
送
電
線
の
立
地
・
建
設
に
つ
い
て
権
限
を
有
す
る）（（
（

。

第
２
款　

Ｆ
Ｐ
Ａ
に
関
す
る
近
時
の
事
案

　

Ｆ
Ｐ
Ａ
の
下
で
の
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
の
規
制
権
限
に
つ
い
て
、
州
の
管
轄
権
と
の
関
係
が
争
わ
れ
た
近
時
の
事
案
と
し
て
、
連
邦
最
高

裁
判
所
が
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
の
発
出
し
た
電
力
卸
売
市
場
に
お
け
る
需
要
対
応
（dem

and response

）
と
呼
ば
れ
る
実
務
に
関
す
る
規

則
を
支
持
し
、
こ
れ
を
無
効
と
し
た
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
巡
回
控
訴
裁
判
所
の
判
決
を
破
棄
・
差
戻
し
た
と
い
う
判
決
が
あ
る）（（
（

。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
制
に
係
る
連
邦
法
と
州
法
の
関
係
性
に
も
関
連
す
る
こ
と
か
ら
、
以
下
詳
細
に
検

討
す
る
。
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（
１
）
事
案
の
概
要

　

本
件
は
、
電
力
供
給
協
会
（Electric Pow

er Supply A
ssociation

）（
以
下
「
Ｅ
Ｐ
Ｓ
Ａ
」
と
い
う
）
ら
が
、
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
が
発
出
し

た
命
令
七
四
五
号
（O

rder N
o. 7（5

）（
二
〇
一
一
年
）（
以
下
「
本
件
規
則
」
と
い
う）

（（
（

）
の
効
力
を
争
っ
た
事
案
で
あ
る
。
本
件
規
則

は
、
電
力
卸
売
市
場
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
（w

holesale electricity m
arket operators

）
を
し
て
、
電
力
需
要
の
ピ
ー
ク
期
間
中
に
電
力

消
費
者
が
電
力
使
用
量
の
削
減
を
行
う
誓
約
（com

m
itm

ent

）
に
応
じ
て
、
発
電
事
業
者
（electricity generators

）
と
同
じ
価
格

で
電
力
消
費
者
ま
た
は
需
要
対
応
提
供
者
（dem

and response providers

）
に
対
し
て
補
償
を
行
う
こ
と
を
義
務
づ
け
る
も
の
で

あ
っ
た）（（
（

。

　

Ｆ
Ｐ
Ａ
は
、
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
に
対
し
て
、
電
力
卸
売
価
格
（w

holesale electricity rates

）
お
よ
び
こ
れ
に
影
響
を
与
え
る
あ
ら
ゆ
る

規
則
ま
た
は
実
務
を
含
む
、
州
際
通
商
（interstate com

m
erce

）
に
お
け
る
電
力
の
卸
売
を
規
制
す
る
権
限
を
授
与
し
て
い
る
。

し
か
し
、
同
法
は
、
電
気
の
そ
の
他
の
売
却
（
最
も
典
型
的
に
は
、
小
売
）
の
規
制
を
、
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
の
権
限
を
超
え
て
、
州
に
委
ね

て
い
る
。
電
力
の
卸
売
市
場
と
小
売
市
場
は
密
接
に
関
連
し
て
い
る
た
め
、
か
か
る
法
的
区
分
が
管
轄
に
関
す
る
紛
争
を
招
来
し
て

い
る
。
本
件
は
、
需
要
対
応
（dem

and response
）
と
呼
ば
れ
る
実
務
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
卸
売
市
場
オ
ペ
レ
ー

タ
ー
が
電
力
の
消
費
者
に
対
し
て
一
定
の
時
期
に
電
力
を
消
費
し
な
い
と
の
誓
約
に
係
る
対
価
を
支
払
う
と
い
う
実
務
的
対
応
で
あ

る
。
か
か
る
対
応
は
、
卸
売
市
場
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
が
、
時
々
（
例
え
ば
、
蒸
し
暑
い
八
月
の
日
）、
発
電
量
を
増
加
さ
せ
る
発
電
所
に

支
払
い
を
行
う
よ
り
も
電
力
消
費
を
抑
え
る
消
費
者
に
対
し
て
支
払
い
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
電
気
を
よ
り
安
価
で
確
実
に
提
供

す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
件
規
則
に
お
い
て
、
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
は
、
か
か
る
市
場
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
に
対
し

て
、
一
定
の
状
況
の
下
で
、
二
つ
の
サ
ー
ビ
ス
に
等
価
の
補
償
を
行
う
（
す
な
わ
ち
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
節
約
す
る
需
要
対
応
提
供
者
と

よ
り
多
く
の
電
気
を
発
電
す
る
発
電
事
業
者
に
同
額
を
支
払
う
）
こ
と
を
義
務
づ
け
た
。
そ
こ
で
、
本
件
に
お
い
て
は
、
二
つ
の
事
項

が
争
点
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
は
、
そ
も
そ
も
Ｆ
Ｐ
Ａ
は
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
に
対
し
て
か
か
る
需
要
対
応
を
規
制
す
る
こ
と
を
認
め
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て
い
る
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
こ
の
よ
う
な
規
則
は
州
の
権
限
を
侵
害
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
二

は
、
仮
に
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
が
法
律
上
の
権
限
を
有
し
て
い
る
と
し
て
も
、
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
は
な
ぜ
需
要
対
応
提
供
者
と
発
電
事
業
者
が
同
額
の

補
償
を
受
け
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
十
分
に
正
当
化
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る）（（
（

。

　

要
す
る
に
、
本
件
に
お
い
て
は
、
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
が
Ｆ
Ｐ
Ａ
の
下
で
電
力
卸
売
市
場
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
が
需
要
対
応
入
札
（dem

and 

response bids
）
に
つ
い
て
支
払
い
を
行
う
価
格
を
規
制
す
る
本
件
規
則
を
発
出
す
る
権
限
が
あ
る
か
ど
う
か
が
主
た
る
争
点
と

な
っ
た）（（
（

。

　

連
邦
最
高
裁
判
所
に
先
立
ち
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
地
区
巡
回
控
訴
裁
判
所
は
、
本
件
規
則
は
無
効
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
す
な
わ

ち
、
同
裁
判
所
は
、
本
件
規
則
が
電
力
小
売
市
場
を
直
接
規
制
し
た
こ
と
か
ら
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
は
本
件
規
則
を
発
す
る
権
限
を
欠
い
て
お

り
、
本
件
規
則
は
行
政
手
続
法
の
下
で
濫
用
的
（arbitrary and capricious

）
で
あ
る
判
断
し
た）（（
（

。
こ
の
判
決
に
対
し
て
裁
量
上
訴

の
申
し
立
て
が
受
理
さ
れ
た
。

　
（
２
）
判
旨

　

判
旨
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
（
破
棄
差
戻
し
（
ケ
イ
ガ
ン
裁
判
官
の
法
廷
意
見
（
ロ
バ
ー
ツ
、
ケ
ネ
デ
ィ
、
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
、
ブ
ラ
イ

ア
、
ソ
ト
マ
イ
ヨ
ー
ル
裁
判
官
同
調
））。

　

Ⅰ
．
前
提
知
識

　

Ｆ
Ｐ
Ａ
は
、
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
に
対
し
て
、
州
際
通
商
（interstate com

m
erce

）
に
お
け
る
電
力
卸
売
（the sale of electric energy 

at w
holesale

）（
電
力
卸
売
価
格
お
よ
び
こ
れ
に
影
響
を
与
え
る
規
則
や
実
務
の
両
方
を
含
む
）
を
規
制
す
る
権
限
を
与
え
て
い
る
が）（（
（

、

電
力
の
そ
の
他
の
販
売
（
す
な
わ
ち
、
電
力
の
小
売
（retail sale

））
に
係
る
規
制
に
つ
い
て
は
州
に
委
ね
て
い
る）（（
（

。
ま
す
ま
す
競
争

的
な
州
際
電
力
市
場
に
お
い
て
、
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
は
、
国
内
の
電
力
系
統
の
地
域
を
管
理
す
る
非
営
利
事
業
者
の
創
設
を
奨
励
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、「
公
正
か
つ
合
理
的
な
」
卸
売
価
格
を
確
保
す
る
業
務
を
負
っ
た
。
こ
う
い
っ
た
卸
売
市
場
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
は
、
送
電
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網
を
信
頼
性
あ
る
も
の
と
し
卸
売
価
格
を
決
定
す
る
た
め
の
競
争
入
札
制
度
を
保
持
す
る
こ
と
を
保
障
す
る
た
め
に
、
電
力
系
統
の

一
部
を
管
理
す
る
。
か
か
る
入
札
制
度
は
、
発
電
事
業
者
か
ら
の
電
力
を
供
給
す
る
た
め
の
入
札
申
込
み
と
、
電
力
の
消
費
者
へ
の

転
売
の
た
め
に
卸
売
市
場
に
お
い
て
電
力
を
購
入
す
る
電
力
会
社
お
よ
び
そ
の
他
の
小
売
事
業
者
（load-serving entities

）
か
ら

の
注
文
を
一
致
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
継
続
的
に
需
要
と
供
給
を
釣
り
合
わ
せ
る
。
電
力
を
供
給
す
る
す
べ
て
の
入
札
は
最
も
安
い

値
か
ら
最
も
高
い
値
ま
で
積
み
重
ね
ら
れ
、
電
力
に
係
る
す
べ
て
の
注
文
が
満
た
さ
れ
る
ま
で
順
番
に
認
め
ら
れ
る
。
電
力
供
給
者

に
対
し
て
は
最
も
高
く
入
札
さ
れ
た
価
格
が
支
払
わ
れ
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
立
地
限
界
価
格
（locational m

arginal price

）（
以
下

「
Ｌ
Ｍ
Ｐ
」
と
い
う
）
と
し
て
知
ら
れ
る）（（
（

。

　

電
力
需
要
が
高
い
期
間
に
お
い
て
は
、
最
も
効
率
性
の
悪
い
発
電
事
業
者
で
さ
え
電
力
卸
売
市
場
に
お
い
て
供
給
価
格
入
札
が
認

め
ら
れ
る
た
め
、
価
格
は
極
め
て
高
い
レ
ベ
ル
に
達
す
る
。
こ
の
ピ
ー
ク
期
間
に
お
い
て
は
、
価
格
は
劇
的
に
高
く
な
る
だ
け
で
は

な
く
、
電
流
の
増
加
が
電
力
系
統
に
過
剰
負
荷
を
か
け
、
サ
ー
ビ
ス
に
本
質
的
な
問
題
を
発
生
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
問
題
に
直
面
し
て
、
卸
売
市
場
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
は
、
ピ
ー
ク
期
間
に
お
い
て
電
力
使
用
を
削
減
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
消
費
者
に

対
し
て
支
払
い
を
行
う
と
い
う
卸
売
需
要
対
応
プ
ロ
グ
ラ
ム
（w

holesale dem
and response program

s

）
を
考
案
し
た
。
電
力
供

給
の
た
め
の
入
札
と
同
様
に
、
電
力
使
用
を
削
減
す
る
消
費
者
組
織
ま
た
は
大
口
個
人
消
費
者
は
卸
売
市
場
に
お
け
る
競
売
に
入
札

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
よ
り
多
く
の
電
力
を
供
給
す
る
発
電
事
業
者
に
支
払
う
よ
り
も
電
力
使
用
を
抑
制
す
る
消
費
者
に
支
払
う
費

用
が
よ
り
安
価
で
あ
る
場
合
に
は
、
需
要
対
応
は
卸
売
価
格
を
低
減
し
電
力
系
統
の
信
頼
性
を
高
め
る
。
約
一
五
年
前
に
卸
売
オ
ペ

レ
ー
タ
ー
は
こ
う
い
っ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
市
場
に
統
合
し
始
め
、
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
は
そ
の
利
用
を
認
め
、
議
会
も
そ
の
後
に
需
要
対
応
の

さ
ら
な
る
発
展
を
奨
励
し
た
。
議
会
に
促
さ
れ
、
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
は
、
消
費
者
の
小
売
購
入
を
監
督
す
る
州
規
制
当
局
が
需
要
対
応
へ
の

参
加
を
禁
じ
る
場
合
を
除
き
、
卸
売
市
場
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
に
対
し
て
電
力
消
費
者
組
織
か
ら
の
需
要
対
応
入
札
を
受
け
る
こ
と
を
義

務
づ
け
る
命
令
第
七
一
九
号）（（
（

を
発
出
し
た
が
、
同
命
令
が
十
分
で
は
な
い
こ
と
を
懸
念
し
、
本
件
規
則
（
命
令
第
七
四
五
号
）
を
発
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出
し
た
。
本
件
規
則
は
、
落
札
額
が
消
費
者
の
出
費
を
実
際
に
減
じ
る
こ
と
を
確
保
す
る
「
純
利
益
テ
ス
ト
」
が
満
た
さ
れ
る
場
合

に
限
り
、
市
場
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
に
対
し
て
、
発
電
事
業
者
の
発
電
分
に
対
す
る
支
払
額
と
同
額
を
需
要
対
応
提
供
者
の
節
電
分
に
支

払
う
こ
と
を
義
務
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
件
規
則
は
、
消
費
者
が
小
売
市
場
に
お
い
て
電
力
を
買
わ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て

得
ら
れ
る
節
約
額
を
Ｌ
Ｍ
Ｐ
か
ら
控
除
し
て
支
払
い
を
行
う
Ｌ
Ｍ
Ｐ
︲
Ｇ
と
し
て
知
ら
れ
る
代
替
案
を
認
め
な
か
っ
た）（（
（

。

　

Ⅱ
．
三
つ
の
分
析

　

連
邦
最
高
裁
判
所
の
分
析
は
三
つ
に
分
か
れ
て
進
む
。
す
な
わ
ち
、
第
一
は
、
本
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
実
務
は
直
接
に
卸
売

価
格
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
は
、
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
は
電
力
の
小
売
を
規
制
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
第
三
は
、
こ
れ
に
反
す
る
見
解
は
、
電
力
卸
売
市
場
に
お
け
る
価
格
を
抑
制
し
信
頼
性
を
強
化
す
る
す
べ
て
の
手
段
の
利

用
を
妨
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
Ｆ
Ｐ
Ａ
の
核
心
的
目
的
に
反
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る）（（
（

。

　

Ａ
．
ま
ず
第
一
に
つ
い
て
、
Ｆ
Ｐ
Ａ
は
、
電
力
の
州
際
卸
売
市
場
（
卸
売
価
格
な
ら
び
に
そ
れ
に
影
響
を
与
え
る
多
数
の
規
則
お
よ
び

実
務
の
両
方
）
を
規
制
す
る
責
任
を
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
に
委
譲
し
た
。
す
な
わ
ち
、
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
は
、
電
力
卸
売
価
格
に
影
響
を
与
え
る
規
則

や
実
務
が
公
正
か
つ
合
理
的
で
あ
る
こ
と
を
確
保
す
る
権
限
（
ま
さ
に
、
義
務
）
を
有
す
る
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
Ｆ
Ｐ
Ａ
の

文
言
の
社
会
通
念
に
基
づ
く
解
釈
に
つ
い
て
、
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
の
有
す
る
「
影
響
を
与
え
る
（affecting

）」
管
轄
権
（jurisdiction

）
を
、

卸
売
価
格
に
「
直
接
的
に
」
影
響
を
与
え
る
規
則
ま
た
は
実
務
に
限
定
す
る
と
い
う
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
巡
回
裁
判
所
が
採
用
し
た

解
釈 

（California Independent System
 O

perator Corp. v. FE
R

C, 372 F.3d 395, （03 (200（)

）
を
採
用
す
る
。
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
は
本
件

規
則
を
発
行
す
る
権
限
の
問
題
に
対
応
す
る
に
当
た
り
、
同
裁
判
所
の
解
釈
を
取
り
入
れ
た
し
、
わ
れ
わ
れ
も
同
様
に
そ
れ
が
正
し

い
と
考
え
る
。
卸
売
需
要
対
応
は
、
簡
潔
に
言
っ
て
、
す
べ
か
ら
く
卸
売
価
格
を
低
減
す
る
こ
と
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
か
る

需
要
対
応
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
ど
の
よ
う
に
稼
働
す
る
か
を
決
定
す
る
規
則
お
よ
び
実
務
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
需
要
対
応
提

供
者
に
対
し
て
補
償
を
行
う
た
め
に
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
が
利
用
す
る
方
式
に
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
他
の
領
域
に
お
い
て
も
同
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様
に
、
よ
り
多
く
の
支
払
が
あ
れ
ば
よ
り
多
く
の
者
の
参
加
に
つ
な
が
る
。
も
し
、
よ
り
少
な
い
価
格
で
は
な
く
、
Ｌ
Ｍ
Ｐ
に
よ
る

支
払
い
が
な
さ
れ
れ
ば
、
よ
り
多
く
の
需
要
対
応
提
供
者
が
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
電
力
卸
売
価
格
を
低

減
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
卸
売
市
場
に
お
け
る
買
主
が
支
払
う
料
金
を
徐
々
に
下
げ
る
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
、
需
要
対
応
に
係
る

補
償
は
卸
売
価
格
に
直
接
に
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
実
務
で
あ
る
と
は
考
え
難
い）（（
（

。

　

Ｂ
．
第
二
に
つ
い
て
、
本
件
規
則
を
支
持
す
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
が
電
気
の
小
売
を
規
制
し
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
、
電
力
売
買
に
係
る
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
の
管
轄
権
を
卸
売
に
限
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
小
売

（
お
よ
び
州
際
卸
売
）
に
対
す
る
規
制
権
限
を
州
に
留
保
す
る
も
の
で
あ
る
。
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
は
、
卸
売
価
格
に
対
す
る
影
響
が
直
接
的
で

あ
れ
劇
的
で
あ
れ
、
か
か
る
限
定
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
で
も
な
お
、
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
の
規
制
は
そ
れ
が
実
質
的
に
小
売
の

量
や
条
件
に
影
響
を
与
え
る
か
ら
と
い
っ
て
Ｆ
Ｐ
Ａ 

（1（ U
.S.C. § 82（(b)

）
の
禁
止
に
抵
触
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ

が
卸
売
価
格
を
設
定
す
る
時
、
そ
れ
が
卸
売
市
場
に
お
け
る
規
則
を
変
更
す
る
時
、
そ
れ
が
電
力
を
卸
売
市
場
に
お
け
る
買
主
間
に

配
分
す
る
時
（
つ
ま
り
簡
潔
に
い
え
ば
、
そ
れ
が
実
質
的
に
卸
売
取
引
に
関
す
る
行
動
を
と
る
時
）、
そ
れ
は
、
短
期
的
ま
た
は
長
期
的
の

い
ず
れ
か
に
お
い
て
小
売
価
格
に
何
ら
か
の
効
果
を
も
つ
が
、
そ
れ
は
法
的
帰
結
で
は
な
い）（（
（

。

　

Ｃ
．
さ
ら
に
第
三
に
つ
い
て
、
Ｅ
Ｐ
Ｓ
Ａ
の
、
節
電
に
対
し
て
対
価
を
支
払
う
と
い
う
こ
と
は
効
果
的
に
小
売
価
格
を
引
き
上
げ

る
こ
と
に
な
る
、
消
費
者
を
卸
売
市
場
に
誘
因
す
る
（luring
）
こ
と
は
州
の
政
策
を
妨
害
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
の
主
張
は
、
卸

売
需
要
対
応
の
全
体
的
な
実
務
が
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
の
規
制
で
き
る
範
囲
外
と
な
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
Ｅ

Ｐ
Ｓ
Ａ
の
理
論
の
下
で
は
、
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
の
従
前
の
命
令
七
一
九
号
も
（
本
件
に
お
い
て
は
異
議
申
立
て
さ
れ
て
い
な
い
が
）、
オ
ペ
レ
ー

タ
ー
に
対
し
て
そ
の
市
場
を
需
要
対
応
入
札
（dem

and response bids
）
に
対
し
て
開
く
こ
と
を
義
務
づ
け
て
い
る
た
め
、
権
限

踰
越
と
い
う
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
し
、
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
も
需
要
対
応
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
管
理
す
る
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
の
任
意
的
計
画
す
ら
承

認
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
、
小
売
に
お
け
る
顧
客
（retail custom

er
）
が
卸
売
市
場
に
不
適
切
に
参
加
す
る
こ
と
を
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許
容
す
る
こ
と
に
な
る）（（
（

。

　

Ｅ
Ｐ
Ｓ
Ａ
の
主
張
の
結
論
は
、
卸
売
需
要
対
応
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
全
体
的
に
消
滅
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
Ｆ
Ｐ
Ａ
は
、
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
に

対
し
て
あ
ら
ゆ
る
卸
売
の
規
則
お
よ
び
実
務
の
合
理
性
を
審
査
し
確
保
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
も
し
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
が
需
要
対
応
に

係
る
義
務
を
実
行
で
き
な
い
と
す
る
と
、
か
か
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
前
進
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
帰
結
は
、
Ｆ
Ｐ
Ａ
の

核
心
的
な
目
的
を
軽
視
す
る
こ
と
に
な
る
。
同
法
は
、
過
大
な
料
金
を
阻
止
し
効
果
的
な
送
電
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
は
、
卸
売
需
要
対
応
が
、
費
用
を
低
減
し
電
力
使
用
の
ピ
ー
ク
期
間
に
お
い
て
サ
ー
ビ
ス
の
障
害
を
防
止
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
い
か
に
し
て
か
か
る
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
を
支
援
し
て
い
る
か
を
十
分
に
説
明
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
Ｆ
Ｐ
Ａ
を
、
そ

の
明
確
な
文
言
に
反
し
て
、
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
が
卸
売
エ
ネ
ル
ギ
ー
市
場
に
お
け
る
価
格
を
抑
制
し
信
頼
性
を
強
化
す
る
と
い
う
法
律
上
の

義
務
を
果
た
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
実
務
を
止
め
る
よ
う
に
は
解
し
な
い）（（
（

。

　

Ⅲ
．
さ
ら
に
、
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
の
、
Ｌ
Ｍ
Ｐ
に
よ
っ
て
需
要
対
応
提
供
者
を
補
償
す
る
（
発
電
事
業
者
に
支
払
わ
れ
る
の
と
同
額
の
補
償
）

と
の
判
断
が
、
恣
意
的
（arbitrary and capricious

）
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
卸
売
市
場
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
は
一
定

の
時
間
・
場
所
に
電
力
を
供
給
す
る
た
め
の
す
べ
て
の
成
功
し
た
入
札
に
つ
い
て
単
独
の
価
格
（
Ｌ
Ｍ
Ｐ
）
を
支
払
う
。
本
件
規
則

は
、
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
に
対
し
て
、
当
該
入
札
が
純
利
益
基
準
（net benefits test

）
を
充
足
す
る
限
り
（
す
な
わ
ち
、
卸
売
市
場
に
お

け
る
買
主
に
と
っ
て
の
費
用
を
低
減
す
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
）、
電
力
の
節
約
に
成
功
し
た
す
べ
て
の
入
札
に
つ
い

て
先
の
価
格
と
同
額
を
支
払
う
こ
と
を
命
じ
る
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
支
払
い
を
命
じ
る
に
当
た
り
、
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
は
需
要
対
応
提
供

者
が
Ｌ
Ｍ
Ｐ
か
ら
Ｇ
（
こ
こ
で
Ｇ
は
電
力
小
売
価
格
で
あ
る
）
を
控
除
し
た
額
（
Ｌ
Ｍ
Ｐ
︲
Ｇ
）
を
受
領
す
る
と
い
う
代
替
案
を
拒
否

し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｅ
Ｐ
Ｓ
Ａ
に
よ
る
と
、
市
場
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
が
通
常
の
補
償
レ
ベ
ル
か
ら
節
電
に
関
す
る
節
約
額
を
控
除

し
な
い
限
り
、
需
要
対
応
提
供
者
は
、
棚
ぼ
た
の
大
金
（w

indfall

）（
あ
る
種
の
二
重
支
払
い
）
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。

わ
れ
わ
れ
は
、
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
の
判
断
を
審
査
す
る
に
当
た
り
、
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
の
判
断
に
代
わ
っ
て
わ
れ
わ
れ
独
自
の
判
断
を
下
す
こ
と
は
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で
き
な
い
。
恣
意
性
の
判
断
基
準
（the arbitrary and capricious standard

）
の
下
で
の
審
査
範
囲
は
限
定
的
で
あ
る
（M

otor 

V
ehicle M

frs. A
ssn. of U

nited States, Inc. v. State Farm
 M

ut. A
utom

obile Ins. Co., （（3 U
.S. 29, （3, 103 S.Ct. 285（, 77 

L.Ed.2d （（3 (1983)

）。
裁
判
所
は
、
も
し
行
政
機
関
が
関
連
の
あ
る
事
項
を
検
討
し
そ
の
行
為
に
つ
い
て
十
分
な
説
明
を
行
え
ば

（
認
定
事
実
と
そ
の
選
択
の
間
の
合
理
的
関
連
性
を
含
む
）、
規
則
を
支
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）（（
（

。

　

Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
は
電
力
価
格
を
規
制
す
る
組
織
で
あ
る
と
こ
ろ
、
本
件
の
争
点
は
技
術
的
理
解
お
よ
び
政
策
判
断
の
両
方
に
関
す
る
も

の
で
あ
る
。
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
は
、
そ
の
立
場
を
支
持
す
る
理
由
を
提
供
し
、
主
た
る
代
替
案
に
つ
い
て
も
対
応
し
な
が
ら
、
争
点
に
つ
い

て
真
剣
か
つ
注
意
深
く
取
り
組
ん
だ
。
そ
の
行
為
を
支
持
す
る
に
当
た
り
、
わ
れ
わ
れ
は
、
Ｌ
Ｍ
Ｐ
︲
Ｇ
を
支
持
す
る
Ｅ
Ｐ
Ｓ
Ａ
の

主
張
の
説
得
力
を
軽
視
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
Ｌ
Ｍ
Ｐ
︲
Ｇ
で
は
な
く
Ｌ
Ｍ
Ｐ
を
選
択
す
る
に
当
た
り
、
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
が
よ
り
良
い

判
断
を
し
た
と
述
べ
る
も
の
で
も
な
い
。
合
理
的
な
複
数
の
考
え
が
ど
う
異
な
る
か
に
つ
い
て
判
断
を
下
す
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
の
役

割
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
重
要
か
つ
限
定
的
な
役
割
は
、
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
が
合
理
的
な
意
思
決
定
に
従
事
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
競

合
す
る
見
解
を
比
較
し
、
記
録
上
適
切
に
支
持
さ
れ
た
補
償
方
式
を
選
択
し
、
そ
の
判
断
を
行
う
際
の
理
由
を
わ
か
り
や
す
く
説
明

す
る
こ
と
、
を
確
保
す
る
こ
と
に
あ
る
。
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
は
恣
意
性
の
基
準
（the arbitrary and capricious standard

）
を
充
足
し
た）（（
（

。

　

Ⅳ
．
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
の
法
律
上
の
権
限
は
卸
売
需
要
対
応
に
関
す
る
本
件
規
則
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
本
件
規
則
は
電
力
卸
売
価
格
に

直
接
影
響
を
与
え
る
実
務
を
統
制
す
る
も
の
で
あ
り
、
不
可
避
的
に
小
売
市
場
に
も
影
響
が
及
ぶ
と
し
て
も
、
本
件
規
則
は
、
小
売

販
売
を
規
制
す
る
州
の
権
限
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
。
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
は
、
Ｆ
Ｐ
Ａ
が
想
起
す
る
と
お
り
、
卸
売
価
格
の
合
理
性
お

よ
び
州
際
電
力
系
統
の
信
頼
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
組
織
化
さ
れ
た
卸
売
市
場
に
お
い
て
発
生
す
る
取
引
の
条
件
を
設
定
し
た
。

そ
し
て
、
補
償
方
式
を
選
択
す
る
に
当
た
り
、
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
は
合
理
的
な
判
断
を
行
う
義
務
を
尽
く
し
、
提
案
さ
れ
た
代
替
的
な
政
策

に
つ
い
て
詳
細
な
説
明
を
行
い
、
そ
の
判
断
を
十
分
に
支
持
し
説
明
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
巡

回
控
訴
裁
判
所
の
判
決
を
破
棄
し
、
本
判
決
に
従
っ
て
さ
ら
な
る
手
続
き
を
と
る
た
め
に
本
件
を
差
戻
す）（（
（

。
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な
お
、
ス
カ
リ
ア
裁
判
官
は
以
下
の
と
お
り
反
対
意
見
を
述
べ
た
（
ト
ー
マ
ス
裁
判
官
同
調
）。
需
要
対
応
へ
の
参
加
者
の
圧
倒
的

多
数
（
ほ
ぼ
す
べ
て
）（
す
な
わ
ち
、
電
力
消
費
者
組
織
や
工
場
ま
た
は
大
規
模
小
売
店
の
よ
う
な
大
口
消
費
者
）
は
、
電
力
を
転
売
す
る

の
で
は
な
く
、
自
ら
の
た
め
に
消
費
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
変
わ
ら
な
い
。
需
要
対
応
に
係
る
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
の
独
自
の
定
義

は
、
転
売
者
で
は
な
く
電
力
消
費
者
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
規
則
が
卸
売
市
場
に
お
い
て
発
生
す
る
取

引
の
み
に
対
応
し
て
い
る
と
い
う
の
は
的
外
れ
で
あ
る
。
本
件
規
則
は
、
事
実
上
、
電
力
小
売
を
規
制
し
て
お
り
、
そ
れ
は
紛
れ
も

な
く
州
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
べ
き
事
項
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
に
対
す
る
制
限
を
超
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
Ｆ
Ｅ

Ｒ
Ｃ
の
需
要
対
応
に
係
る
仕
組
み
は
、
顧
客
に
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
支
払
い
（incentive paym

ents

）
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

意
図
的
に
電
力
消
費
の
低
減
を
誘
導
す
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
電
力
小
売
の
削
減
を
誘
導
す
る
も
の
で

あ
る
。
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
支
払
い
は
顧
客
の
た
め
の
電
力
小
売
価
格
を
効
果
的
に
増
加
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ

は
文
字
ど
お
り
、
小
売
市
場
に
お
け
る
電
力
購
入
の
た
め
に
よ
り
多
く
の
費
用
が
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
は
、
電
力
消
費

を
削
減
す
る
た
め
に
小
売
市
場
の
顧
客
に
対
し
て
ク
レ
ジ
ッ
ト
（credit

）
を
提
供
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
事
実
上
、
小
売
価
格
を

規
制
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
小
売
市
場
へ
の
許
さ
れ
な
い
侵
入
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
。
需
要
対
応
に
係
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の

支
払
い
は
実
質
的
に
は
こ
れ
と
同
様
で
あ
る）（（
（

。
わ
た
く
し
は
、
本
件
規
則
は
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
の
権
限
踰
越
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
、
そ
れ

が
権
限
踰
越
で
な
い
と
し
た
ら
、
合
理
的
か
ど
う
か
を
分
析
す
る
必
要
は
な
い
し
、
そ
れ
を
望
み
も
し
な
い）（（
（

。

　
（
３
）
検
討

　

本
事
案
に
お
い
て
主
と
し
て
争
わ
れ
た
の
は
、
電
力
市
場
に
お
け
る
前
記
の
需
要
対
応
（dem

and response

）
と
い
う
実
務
的

対
応
に
対
す
る
規
制
に
関
す
る
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
の
管
轄
権
と
州
の
そ
れ
と
の
間
の
線
引
き
の
問
題
で
あ
っ
た）（（
（

。
需
要
対
応
と
は
、
前
述
の

と
お
り
、
電
力
使
用
の
ピ
ー
ク
期
間
中
に
そ
の
消
費
を
削
減
す
る
た
め
に
消
費
者
に
対
し
て
支
払
い
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
消
費
者

に
対
し
て
電
力
消
費
削
減
に
向
け
た
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
る
も
の
で
あ
る）（（
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
件
規
則
は
、
卸
売
市
場
（
す
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な
わ
ち
、
電
力
会
社
が
最
終
消
費
者
に
売
却
す
る
電
力
の
買
い
付
け
を
行
う
市
場
）
に
お
け
る
需
要
対
応
に
対
し
て
電
力
発
電
に
対
す
る

の
と
同
じ
価
格
で
補
償
を
行
う
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た）（（
（

。

　

Ｆ
Ｐ
Ａ
は
、
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
に
対
し
て
、
州
際
通
商
（interstate com

m
erce

）
に
お
け
る
電
力
の
送
電
お
よ
び
州
際
通
商
に
お
け
る

電
力
の
卸
売
を
規
制
す
る
権
限
を
授
与
し
て
い
る）（（
（

。
こ
れ
に
関
連
し
て
公
益
事
業
者
が
請
求
し
受
領
す
る
す
べ
て
の
料
金
お
よ
び
こ

れ
に
影
響
を
与
え
る
す
べ
て
の
規
則
は
公
正
か
つ
合
理
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
ら
れ
て
い
る）（（
（

。
も
っ
と
も
、「
同
法
は
、

Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
に
対
し
て
、
す
べ
て
の
電
力
売
買
を
規
制
す
る
権
限
を
授
与
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
は
州
際
電
力
卸
売
に
つ
い

て
管
轄
権
を
有
す
る
が
、
そ
れ
は
電
力
の
そ
の
他
の
売
買
に
つ
い
て
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
。
よ
っ
て
、
電
力
の
州
内
卸
売
お
よ
び
す

べ
て
の
小
売
の
規
制
は
州
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
」
と
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
す
な
わ
ち
、
電
力
市
場
に
お
け
る
州
際
局
面
は
連
邦
政
府
の
管

轄
に
属
し
、
州
内
局
面
は
州
政
府
の
管
轄
に
属
す
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る）（（
（

。
こ
の
よ
う
に
Ｆ
Ｐ
Ａ
は
電
力
市
場
に
お
け
る
州
政

府
の
管
轄
権
と
連
邦
政
府
の
そ
れ
と
の
間
に
明
瞭
な
線
を
引
い
た
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の）（（
（

、
Ｆ
Ｐ
Ａ
の
下
で
、「
需
要
対
応
の
実
務

を
可
能
に
す
る
な
ど
電
力
部
門
に
お
け
る
一
連
の
規
制
上
お
よ
び
技
術
上
の
変
化
に
よ
っ
て
、
か
か
る
線
引
き
に
つ
い
て
疑
問
が
投

げ
か
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
」
と
さ
れ
る）（（
（

。

　

ス
カ
リ
ア
裁
判
官
が
反
対
意
見
を
述
べ
た
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
本
件
規
則
が
直
接
的
に
は
卸
売
市
場
に
お
け
る
電
力
売
買
を
規

制
し
て
い
る
と
し
て
も
、
電
力
小
売
に
対
し
て
も
一
定
の
影
響
が
生
じ
る
以
上
、
事
実
上
は
、
電
力
小
売
を
規
制
し
て
い
る
と
解
す

る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
巡
回
控
訴
裁
判
所
の
よ
う
に
、
本
件
規
則
が
無
効
で
あ
る
と
の
判

断
も
導
か
れ
得
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
本
件
規
則
は
電
力
卸
売
市
場
に
対
す
る
影
響
は
有
す
る
も
の
の
小
売

市
場
を
規
制
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
Ｅ
Ｐ
Ｓ
Ａ
の
主
張
は
、
卸
売
需
要
対
応
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
全
体
的
に
消
滅
さ
せ
る
こ
と
に
な

り
Ｆ
Ｐ
Ａ
の
核
心
的
な
目
的
を
軽
視
す
る
こ
と
に
な
る
と
し
て）（（
（

、
本
件
規
則
を
無
効
と
し
た
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
巡
回
控
訴
裁
判
所

の
判
決
を
破
棄
し
た
。
す
な
わ
ち
、
同
控
訴
裁
判
所
が
需
要
対
応
に
係
る
本
件
規
則
は
小
売
市
場
を
直
接
に
規
制
す
る
も
の
で
あ
り
、
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Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
の
権
限
踰
越
で
あ
る
と
し
て
本
件
規
則
を
無
効
と
判
断
し
た
の
に
対
し
て）（（
（

、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、「
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
が
現
実

に
小
売
価
格
を
規
制
し
て
い
な
い
限
り
、
Ｆ
Ｐ
Ａ
は
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
が
小
売
に
お
け
る
買
入
判
断
に
影
響
を
与
え
る
方
法
で
規
制
す
る
こ

と
を
禁
止
し
て
い
な
い
旨
を
判
示
し
た
」
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
そ
し
て
、「
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
に
よ
る
Ｆ
Ｐ
Ａ
の
明
確
な
線
引
き
に
対

す
る
機
能
主
義
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
Ｆ
Ｐ
Ａ
の
核
心
的
目
的
（
過
大
な
料
金
を
阻
止
し
効
果
的
な
送
電
を
確
保
す
る
こ
と
）
に
整
合
す

る
も
の
で
あ
り）（（
（

」、
本
件
に
お
い
て
連
邦
最
高
裁
判
所
は
か
か
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
支
持
し
た
も
の
で
あ
る
と
評
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
他
面

に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、「
州
の
排
他
的
管
轄
権
に
つ
い
て
は
、
原
文
ど
お
り
の
厳
格
な
理
解
を
採
用
し
、
そ
の
範
囲
を

小
売
価
格
の
現
実
の
設
定
に
制
限
し
た
」
も
の
と
も
評
さ
れ
て
い
る）（（
（

。

　

ま
た
、Eisen

は
、「
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
が
電
力
系
統
の
変
容
に
当
た
り
幅
広
い
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
上
の
目
標

を
追
求
す
る
十
分
な
権
限
を
有
し
て
い
る
旨
を
適
切
に
判
断
し
た
」
と
し
て
、
本
判
決
を
積
極
的
に
評
価
し
て
い
る）（（
（

。
さ
ら
に
、

W
illiam

s

は
、
本
件
規
則
を
支
持
し
た
同
裁
判
所
は
、「
よ
り
効
率
的
か
つ
信
頼
性
の
あ
る
市
場
を
可
能
と
す
る
た
め
に
需
要
対
応

入
札
者
の
利
用
を
促
進
し
た
」
も
の
と
評
価
し
て
い
る）（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
学
説
上
は
、
本
判
決
を
支
持
す
る
見
解
が
複
数
み
ら
れ
る
。

　

最
後
に
、
卸
売
市
場
に
お
け
る
需
要
対
応
に
つ
い
て
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
が
定
め
た
本
件
規
則
が
恣
意
的
（arbitrary and capricious

）
で

あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
論
点
に
つ
い
て
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
の
合
理
的
な
裁
量
権
の
行
使
で
あ
る
と
の
結
論
を

採
用
し
た）（（
（

。
こ
れ
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
が
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
決
定
（
特
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
価
格
決
定
）
に
対
し
て
敬
譲
的
な
ア

プ
ロ
ー
チ
（deferential approach

）
を
採
用
し
た
」
も
の
と
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
本
件
で
問
題
と
な
っ
た
電
力
の
卸
売
お
よ
び
小
売
に

係
る
需
要
対
応
と
い
う
実
務
的
対
応
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
に
か
か
わ
る
極
め
て
専
門
的
か
つ
技
術
的
な
判
断
が
求
め
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
本
件
規
則
を
定
め
た
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
の
判
断
を
尊
重
し
た
と
い
え
る
。

　

以
上
の
と
お
り
、
本
判
決
は
、
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
が
発
出
し
た
電
力
卸
売
市
場
に
お
け
る
需
要
対
応
と
呼
ば
れ
る
実
務
に
関
す
る
本
件
規

則
を
支
持
し
、
こ
れ
を
無
効
と
し
た
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
巡
回
控
訴
裁
判
所
の
判
決
を
破
棄
・
差
戻
し
た
も
の
で
あ
る
。
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第
２
節　

公
益
事
業
規
制
政
策
法
（Public U

tility Regulatory Policies Act of 1978

）

　

一
九
七
八
年
に
制
定
さ
れ
た
公
益
事
業
規
制
政
策
法
（
以
下
「
Ｐ
Ｕ
Ｒ
Ｐ
Ａ
」
と
い
う
）
は
、
電
力
の
保
全
、
電
気
事
業
者
の
設
備

利
用
に
お
け
る
効
率
性
の
向
上
、
電
力
の
消
費
者
に
と
っ
て
の
衡
平
な
小
売
価
格
、
既
存
の
小
規
模
ダ
ム
に
お
け
る
水
力
の
迅
速
な

開
発
、
天
然
ガ
ス
の
保
全
な
ど
を
推
奨
す
る
た
め
に
制
定
・
施
行
さ
れ
た
法
律
で
あ
る）（（
（

。
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
連
し
て
、
以

下
に
述
べ
る
Ｐ
Ｕ
Ｒ
Ｐ
Ａ
の
下
で
の
買
取
制
度
が
後
述
す
る
各
州
に
お
け
る
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
制
度
設
計
に
対
す
る
一
定
の
制
約
と
な
る
の

で
あ
る）（（
（

。
す
な
わ
ち
、「
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
は
、
Ｐ
Ｕ
Ｒ
Ｐ
Ａ
お
よ
び
Ｆ
Ｐ
Ａ
の
双
方
を
、
ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
投
資
を
奨
励
す
る

価
格
を
設
定
す
る
規
制
者
の
能
力
を
潜
在
的
に
専
占
す
る
こ
と
に
な
る
価
格
上
限
を
含
む
も
の
で
あ
る
と
し
て
取
り
扱
っ
た
」
と
さ

れ
て
い
る）（（
（

。

　

Ｐ
Ｕ
Ｒ
Ｐ
Ａ
は
、
適
格
設
備
（qualifying facilities

）
に
係
る
発
電
事
業
者
が
そ
の
発
電
し
た
電
力
を
電
気
事
業
者
に
回
避
費
用

（avoided costs

）
を
上
限
と
し
て
売
却
す
る
こ
と
を
認
め
る）（（
（

。
す
な
わ
ち
、
同
法
二
一
〇
条
（
ａ
）
に
よ
る
と
、
適
格
性
の
あ
る
コ

ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
設
備
お
よ
び
小
規
模
発
電
設
備
へ
の
売
電
な
ら
び
に
こ
れ
ら
の
設
備
か
ら
の
電
力
の
購
入
を
申
し
出
る

（offer

）
こ
と
を
電
気
事
業
者
に
義
務
づ
け
て
い
る）（（
（

（
厳
密
に
は
、
そ
れ
を
申
し
出
る
（offer

）
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
実
質

的
に
は
、
適
格
設
備
か
ら
の
電
力
の
購
入
が
電
気
事
業
者
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
）（
た
だ
し
、
購
入
価
格
は
電
力
の
消
費
者

に
と
っ
て
公
正
か
つ
合
理
的
（just and reasonable

）
な
も
の
で
あ
り
、
適
格
コ
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
お
よ
び
適
格
小
規
模
発
電
事

業
者
を
差
別
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い）（（
（

）。「
回
避
費
用
（avoided cost

）」
と
明
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
増
加
費
用

（increm
ental cost

）
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
旨
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が）（（
（

、
当
該
費
用
は
回
避
費
用
で
あ
る
と
理
解

さ
れ
て
い
る）（（
（

。
小
規
模
設
備
と
は
そ
の
主
た
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
が
再
生
可
能
で
あ
る
八
〇
Ｍ
Ｗ
以
下
の
発
電
設
備
を
い
う
（
も
っ
と

も
、
Ｆ
Ｐ
Ａ
三
条
（
17
）（
Ｅ
））

（（
（

の
下
で
一
九
九
五
年
よ
り
も
前
に
認
証
さ
れ
指
定
さ
れ
た
一
定
の
設
備
は
除
く）（（
（

）。
ま
た
、
コ
ジ
ェ
ネ
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レ
ー
シ
ョ
ン
設
備
と
は
、
電
力
お
よ
び
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
別
々
に
生
産
す
る
よ
り
も
効
率
的
な
方
法
で
連
続
的
に
電
力
お
よ
び
有
用

な
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
熱
（heat

）
ま
た
は
蒸
気
（steam

））
を
生
産
す
る
発
電
設
備
（
例
え
ば
、
発
電
に
加
え
て
、
大
規
模
コ
ジ
ェ
ネ

レ
ー
シ
ョ
ン
設
備
は
製
紙
工
場
や
精
製
所
な
ど
に
お
け
る
工
業
的
利
用
の
た
め
に
蒸
気
を
提
供
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
）
を
い
う）（（
（

。

　

ま
た
、
回
避
費
用
に
つ
い
て
は
論
者
に
よ
っ
て
様
々
な
定
義
が
み
ら
れ
る
が
、「
電
気
事
業
者
が
電
気
そ
れ
自
体
を
供
給
ま
た
は

他
の
電
源
か
ら
取
得
し
た
場
合
に
負
っ
た
で
あ
ろ
う
費
用
の
こ
と
を
い
い
、
適
格
設
備
の
電
力
を
購
入
す
る
際
に
発
生
す
る
価
格
」

で
あ
る
と
の
定
義）（（
（

、「
電
気
事
業
者
が
自
ら
発
電
す
る
か
ま
た
は
他
か
ら
電
気
を
購
入
す
る
た
め
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
（
支
払
わ
ず
に
済
ん
だ
）
価
格
」
で
あ
る
と
の
定
義
（
括
弧
内
筆
者
注
記）

（（
（

）、
ま
た
は
、「
Ｑ
Ｆ
（
適
格
設
備
）
か
ら
の
電

力
購
入
に
よ
り
電
力
会
社
に
と
っ
て
不
要
と
な
っ
た
他
の
電
源
か
ら
の
電
力
と
電
力
設
備
の
費
用
」
で
あ
る
と
も
定
義
さ
れ
て
い
る

（
括
弧
内
筆
者
注
記）

（（
（

）。
Ｐ
Ｕ
Ｒ
Ｐ
Ａ
に
お
け
る
脈
絡
に
お
い
て
は
、
第
三
番
目
の
定
義
が
最
も
要
領
を
得
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
と

こ
ろ
、
つ
ま
り
、
回
避
費
用
と
は
、
電
気
事
業
者
が
自
ら
発
電
ま
た
は
他
か
ら
電
力
購
入
す
る
場
合
に
か
か
る
一
定
の
費
用
の
発
生

が
適
格
設
備
か
ら
電
力
を
購
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
回
避
さ
れ
た
時
の
当
該
費
用
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
が
Ｐ
Ｕ
Ｒ
Ｐ
Ａ
の
下
で
の
買
取
制
度
で
あ
り
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
こ
れ
に
類
似
す
る
連
邦
上
の
制
度
で
あ
る
。

同
制
度
の
下
で
、
小
規
模
な
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
業
を
促
進
す
る
こ
と
は
で
き
る
も
の
の
、
回
避
費
用
の
上
限
が
存
在
す
る
た

め
（
州
は
電
気
事
業
者
の
回
避
費
用
を
超
え
る
価
格
で
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
者
か
ら
の
電
力
の
購
入
を
電
気
事
業
者
に
義
務
付
け

る
こ
と
は
で
き
な
い）

（（
（

）、
Ｐ
Ｕ
Ｒ
Ｐ
Ａ
の
下
で
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
内
の
各
州
は
Ｆ
Ｉ
Ｔ
に
関
す
る
国
際
的
な
先
駆
者
で
も
あ
る
ド

イ
ツ
と
同
様
の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
を
創
設
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
後
述
す
る
複
数
の
州
が
任
意
的
な
Ｆ
Ｉ
Ｔ
を
採
用
し
て

い
る
の
は
Ｐ
Ｕ
Ｒ
Ｐ
Ａ
に
よ
る
制
約
を
考
慮
し
て
い
る
か
ら
と
も
思
わ
れ
る）（（
（

。
か
か
る
買
取
制
度
に
つ
い
て
は
、
一
九
八
〇
年
代
に

お
い
て
電
気
事
業
者
は
将
来
的
に
電
力
費
用
が
高
額
化
す
る
こ
と
を
予
測
し
た
こ
と
か
ら
、
適
格
設
備
に
係
る
発
電
事
業
者
は
良
好

な
価
格
で
電
力
購
入
契
約
（pow

er purchase agreem
ent

）
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
も
っ
と
も
、
一
九
九
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〇
年
代
に
卸
売
電
力
価
格
が
低
下
し
Ｐ
Ｕ
Ｒ
Ｐ
Ａ
の
下
で
の
電
力
購
入
契
約
は
魅
力
的
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
と
も
指
摘
さ
れ
て

い
る）（（
（

。
近
時
は
、
州
が
ド
イ
ツ
と
同
様
の
義
務
的
な
Ｆ
Ｉ
Ｔ
を
採
用
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
見
地
か
ら
、
Ｐ
Ｕ
Ｒ
Ｐ
Ａ
の
改
正
を
提

言
す
る
指
摘
も
あ
る）（（
（

。

　

な
お
、
後
述
す
る
二
〇
〇
五
年
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
法
は
、
Ｐ
Ｕ
Ｒ
Ｐ
Ａ
一
一
一
条
（
ｄ
）
に
対
し
て
州
が
追
加
的
に
考
慮
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
五
つ
の
基
準
（
ネ
ッ
ト
・
メ
ー
タ
リ
ン
グ
（net m

etering

）、
燃
料
源
（fuel sources

）、
化
石
燃
料
に
係
る
発
電
効

率
（fossil fuel generation effi

ciency

）、
時
間
単
位
の
計
測
お
よ
び
通
信
（tim

e-based m
etering and com

m
unications

）
な
ら
び

に
相
互
接
続
（interconnection
））
を
加
え
る）（（
（

。
ま
た
、
二
〇
〇
七
年
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
独
立
・
安
全
法
（Energy Independence 

and Security A
ct of 2007

）
は
、
Ｐ
Ｕ
Ｒ
Ｐ
Ａ
一
一
一
条
（
ｄ
）
に
対
し
て
州
が
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
四
つ
の
基
準
（
統

合
資
源
計
画
（integrated resource planning

）、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
投
資
を
促
進
す
る
た
め
の
価
格
設
計
の
修
正
（rate design 

m
odifications to prom

ote energy effi
ciency investm

ents

）、
ス
マ
ー
ト
グ
リ
ッ
ド
投
資
の
考
慮
（consideration of sm

art grid 

investm
ents

）、
ス
マ
ー
ト
グ
リ
ッ
ド
情
報
（sm

art grid inform
ation

））
を
加
え
る）（（
（

。
Ｐ
Ｕ
Ｒ
Ｐ
Ａ
に
対
す
る
こ
れ
ら
の
修
正
に
よ

る
影
響
は
、
州
の
電
力
規
制
者
（
す
な
わ
ち
、
州
公
益
事
業
委
員
会
）
が
、
規
制
対
象
と
な
る
電
気
事
業
者
（
通
常
は
投
資
家
所
有
電
気

事
業
者
（investor-ow
ned utilities

）
で
あ
る
が
常
に
そ
れ
の
み
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
）
に
つ
い
て
、
電
気
事
業
者
に
対
す
る
要
求
基

準
と
し
て
こ
れ
ら
す
べ
て
の
基
準
を
逐
語
的
に
採
用
す
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と

さ
れ
る）（（
（

。

第
３
節　

二
〇
〇
五
年
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
法
（Energy Policy Act of 2005

）

　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
「
包
括
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
は
、
一
九
九
二
年
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
法
（Energy Policy A

ct of 

1992

）」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ）（（
（

、
二
〇
〇
五
年
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
法
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｗ
・
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
（
当
時
）
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が
、
二
〇
〇
五
年
八
月
八
日
に
署
名
し
て
成
立
し
た
法
律
で
あ
る）（（
（

。

　

同
法
に
お
い
て
、「
電
力
分
野
で
は
、
原
子
力
再
活
性
化
を
目
的
と
し
た
各
種
支
援
策
や
、
電
力
系
統
の
供
給
信
頼
度
向
上
・
送

電
線
建
設
促
進
策
及
び
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
支
援
策
等
が
盛
り
込
ま
れ
」
た
と
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
す
な
わ
ち
、
同
法
は
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
省
（D

epartm
ent of Energy

）
に
対
し
て
、
重
大
な
送
電
制
限
が
国
民
に
悪
影
響
を
与
え
る
場
合
に
国
家
的
利
益
送
電
回
廊

地
帯
（national interest electric transm

ission corridors

）
を
指
定
す
る
こ
と
を
命
じ
、
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
に
対
し
て
当
該
地
帯
に
お
け

る
送
電
事
業
に
係
る
連
邦
上
の
許
可
を
発
出
す
る
権
限
を
授
与
し
、
電
気
事
業
者
に
対
し
て
そ
の
顧
客
が
自
ら
発
電
し
た
場
合
に
は

ネ
ッ
ト
・
メ
ー
タ
リ
ン
グ）（（
（

を
提
供
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
な
ど
の
措
置
を
講
じ
た
と
さ
れ
て
い
る）（（
（

。

　

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
二
章
に
お
い
て
大
き
く
、
一
般
的
規
定
、
地
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
水
力
発
電
お
よ
び

島
嶼
部
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
分
け
て
規
定
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
一
般
的
規
定
に
お
い
て
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
の
評
価

（assessm
ent of renew

able energy resources

）（
二
〇
一
条
）、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
（renew

able 

energy production incentive

）（
二
〇
二
条
）、
連
邦
購
入
要
求
（federal purchase requirem

ent

）（
二
〇
三
条
）、
公
共
的
建
物

に
お
け
る
太
陽
光
発
電
の
利
用
（use of photovoltaic energy in public buildings

）（
二
〇
四
条
）、
バ
イ
オ
製
品
（biobased 

products

）（
二
〇
五
条
）、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
安
全
保
障
（renew

able energy security

）（
二
〇
六
条
）、
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ

ム
の
導
入
（installation of photovoltaic system

）（
二
〇
七
条
）、
サ
ト
ウ
キ
ビ
・
エ
タ
ノ
ー
ル
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
（sugar cane 

ethanol program

）（
二
〇
八
条
）
な
ど
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
二
〇
一
条
に
お
い
て
は
、
同
法
制
定
後
六
カ
月
以
内
に
エ
ネ
ル

ギ
ー
省
長
官
は
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
の
評
価
を
再
検
討
し
、
必
要
に
応
じ
て
新
た
な
評
価
を
行
い
、
以
後
毎
年
再
検
討
を
行

う
こ
と
、
二
〇
〇
六
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
会
計
年
度
の
間
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
省
長
官
に
対
し
て
一
〇
〇
〇
万
ド
ル
の
予
算
を
配
分
す
る

こ
と
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
二
〇
二
条
に
お
い
て
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
省
長
官
は
、
一
会
計
年
度
に
お
い
て
全
適
格
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
か
ら
の
発
電
に
対
す
る
支
払
い
の
た
め
の
配
分
が
不
十
分
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
太
陽
光
、
風
力
、
海
洋
、
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地
熱
ま
た
は
閉
ル
ー
プ
バ
イ
オ
マ
ス
（closed-loop biom

ass

）
技
術
を
利
用
す
る
設
備
に
対
し
て
配
分
さ
れ
た
財
源
の
六
〇
％
、
そ

の
他
の
事
業
に
対
し
て
財
源
の
四
〇
％
を
配
分
す
る
こ
と
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
二
〇
三
条
に
お
い
て
は
、
大
統
領

は
、
経
済
的
に
実
行
可
能
性
が
あ
り
技
術
的
に
実
際
的
で
あ
る
範
囲
で
、
連
邦
政
府
が
消
費
す
る
全
電
力
の
う
ち
、
二
〇
〇
七
年
か

ら
二
〇
〇
九
年
会
計
年
度
の
間
は
三
％
、
二
〇
一
〇
年
か
ら
二
〇
一
二
年
会
計
年
度
の
間
は
五
％
、
二
〇
一
三
年
会
計
年
度
以
降
は

七
・
五
％
以
上
を
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
か
ら
確
保
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　

第
九
章
の
研
究
開
発
に
お
い
て
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
技
術
の
研
究
開
発
等
に
二
〇
〇
七
年
か
ら
二
〇
〇
九
年
会
計
年
度
の

間
に
合
計
二
二
・
二
七
億
ド
ル
の
予
算
配
分
が
な
さ
れ
る
こ
と
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
九
三
一
条
）。
ま
た
、
第
一
三
章
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
政
策
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
税
制
や
第
一
七
章
の
技
術
革
新
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
お
い
て
も
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
係
る
優

遇
措
置
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
同
法
は
、
一
定
の
場
合
に
、
電
力
会
社
の
買
取
義
務
を
免
除
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る）（（
（

。
す
な
わ
ち
、
同
法
は
、
二
〇

Ｍ
Ｗ
を
超
え
る
ほ
と
ん
ど
の
適
格
設
備
に
係
る
電
気
事
業
者
の
買
取
義
務
を
免
除
す
る
こ
と
と
な
る
例
外
を
創
設
し
た
と
指
摘
さ
れ

て
い
る）（（
（

。
こ
れ
は
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
普
及
促
進
と
い
う
見
地
か
ら
は
疑
問
の
余
地
も
あ
る
が
、
開
か
れ
た
電
力
市
場
の
確
保

の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

第
４
節　

連
邦
法
の
下
で
の
Ｒ
Ｐ
Ｓ
と
Ｆ
Ｉ
Ｔ

　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
は
、
第
一
〇
八
議
会
（
二
〇
〇
三
年
～
二
〇
〇
四
年
）
に
お
け
る
審
議
の
中
で
、
連
邦
制
の
下
で
の
Ｒ

Ｐ
Ｓ
が
提
案
さ
れ
た
が
、
導
入
さ
れ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
か
か
る
Ｒ
Ｐ
Ｓ
は
、「
再
エ
ネ
ク
レ
ジ
ッ
ト
に
係
る

国
内
市
場
を
創
設
し
再
エ
ネ
の
利
用
を
急
速
に
拡
大
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
提
供
す
る
」
こ
と
な
ど
か
ら
「
州
レ
ベ
ル
の
Ｒ
Ｐ
Ｓ

に
よ
り
得
ら
れ
る
も
の
を
超
え
る
利
益
が
あ
る
」
と
の
指
摘
が
あ
り）（（
（

、
連
邦
レ
ベ
ル
の
Ｒ
Ｐ
Ｓ
の
必
要
性
を
主
張
す
る
も
の
も
あ
る
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が
）
（（
（

、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
か
か
る
Ｒ
Ｐ
Ｓ
は
存
在
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
も
っ
と
も
、
わ
が
国
と
異
な
り
、
連
邦
国
家
で

あ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
は
、
Ｒ
Ｐ
Ｓ
が
連
邦
レ
ベ
ル
か
州
レ
ベ
ル
か
は
重
要
な
事
項
で
あ
る
と
こ
ろ
、
州
間
で
利
用
義
務

量
の
割
合
は
異
な
る
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
多
く
の
州
が
Ｒ
Ｐ
Ｓ
を
採
用
し
て
い
る
と
さ
れ
る
（
二
〇
〇
五
年
八
月
現
在
、「
二
〇
の

州
が
Ｒ
Ｐ
Ｓ
を
導
入
し）

（（（
（

」、「
二
〇
一
四
年
九
月
現
在
、
全
米
二
九
州
、
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
お
よ
び
二
準
州
が
Ｒ
Ｐ
Ｓ
制
度
を
採
用
し
て）

（（（
（

」
い
る

と
さ
れ
て
い
る）

（（（
（

）。

　

ま
た
、
同
国
に
お
い
て
は
、
連
邦
レ
ベ
ル
で
正
面
か
ら
Ｆ
Ｉ
Ｔ
が
採
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い）（（（
（

（
た
だ
し
、
前
記
Ｐ
Ｕ
Ｒ
Ｐ

Ａ
の
下
で
の
買
取
制
度
は
除
く
）。
も
っ
と
も
、
Ｒ
Ｐ
Ｓ
と
同
様
に
、
後
述
の
と
お
り
、
複
数
の
州
に
お
い
て
Ｆ
Ｉ
Ｔ
が
採
用
さ
れ
て

い
る
。

第
５
節　

そ
の
他
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
支
援
制
度

　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
制
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
二
〇
〇
五
年
の
時
点
で
網
羅
的

に
紹
介
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。
そ
れ
に
よ
る
と
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
制
に
つ
い
て
、「
①
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
利
用
し
た
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
制
度
」（
例
え
ば
、「
課
税
控
除
等
」）、「
②
補
助
金
に
よ
る
技
術
開
発
の
助
成
」、「
③
連
邦
政
府
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
等
」

（
例
え
ば
、「
連
邦
政
府
の
グ
リ
ー
ン
化
」
や
「
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
達
成
契
約
」）
に
分
け
て
解
説
が
な
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。

　

本
稿
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
促
進
す
る
法
制
度
の
う
ち
Ｆ
Ｉ
Ｔ
と
Ｒ
Ｐ
Ｓ
を
中
心
に
考
察
を
行
う
た
め
、
そ
の
他
の
支
援

制
度
に
つ
い
て
包
括
的
に
言
及
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
本
節
で
は
近
時
の
動
向
と
し
て
重
要
な
税
額
控
除
（tax credits

）
の
延

長
・
段
階
的
廃
止
お
よ
び
電
化
製
品
お
よ
び
そ
の
他
の
最
終
使
用
設
備
に
係
る
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
準
（energy effi

ciency 

standards for appliances and other end-use equipm
ent

）
に
つ
い
て
必
要
な
情
報
更
新
を
試
み
る）（（（
（

。
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第
１
款　

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
税
額
控
除
の
延
長
・
段
階
的
廃
止
（renew

able energy tax credit extension and 

phaseout

）

　

二
〇
一
五
年
一
二
月
に
制
定
さ
れ
た
二
〇
一
六
年
統
合
歳
出
予
算
法
（201（ Consolidated A

ppropriations A
ct

）
に
よ
っ
て
、

議
会
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
技
術
に
係
る
生
産
税
控
除
（production tax credit

）
お
よ
び
投
資
税
控
除
（investm

ent 

tax credit

）
の
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。
生
産
税
控
除
に
つ
い
て
全
額
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
適
格
性
の
あ
る
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
技
術
の
期
限
は
二
年
延
長
さ
れ
た
。
風
力
発
電
に
つ
い
て
は
二
年
の
期
限
を
超
え
て
生
産
税
控
除
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
が
、
最
終
期
限
の
前
ま
で
に
控
除
額
は
徐
々
に
減
額
さ
れ
る
。
ま
た
、
太
陽
光
発
電
に
係
る
五
年
間
の
投
資
税
控
除
の
延

長
に
つ
い
て
も
控
除
額
の
漸
進
的
な
減
額
を
含
ん
で
い
る）（（（
（

。

　
（
１
）
生
産
税
控
除

　

生
産
税
控
除
は
一
九
九
二
年
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
法）（（（
（

に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
現
在
は
風
力
そ
の
他
の
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
。
オ
バ
マ
政
権
発
足
後
に
制
定
さ
れ
た
二
〇
〇
九
年
の
ア
メ
リ
カ
回
復
・
再
投
資
法

（A
m

erican Recovery and Reinvestm
ent A

ct
）
に
よ
っ
て）（（（
（

、
適
格
性
の
あ
る
風
力
発
電
設
備
に
つ
い
て
は
三
〇
％
の
税
額
控
除

ま
た
は
税
額
控
除
に
代
え
て
現
金
授
与
を
選
択
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
生
産
税
控
除
は
イ
ン
フ
レ
に
応
じ

て
毎
年
調
整
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
五
年
末
現
在
、
風
力
、
閉
ル
ー
プ
バ
イ
オ
マ
ス
（closed-loop biom

ass

）、
地
熱
お

よ
び
一
定
の
廃
棄
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
発
電
に
つ
い
て
二
・
三cents/kW

h

を
提
供
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
生
産
税
控
除
は
、

開
ル
ー
プ
バ
イ
オ
マ
ス
（open-loop biom

ass

）、
水
力
、
海
洋
、
潮
汐
お
よ
び
一
定
の
廃
棄
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
発
電
に
つ
い
て

一
・
一cents/kW

h

の
半
額
相
当
の
控
除
も
提
供
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
法
律
で
定
め
ら
れ
た
期
限
（
お
よ
び
延
長
期
間
）
内
に
建

設
さ
れ
た
設
備
に
つ
い
て
は
生
産
税
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
操
業
か
ら
最
初
の
一
〇
年
の
間
に
売
電
さ
れ
た
電
力
に
つ
い
て

は
税
額
控
除
を
主
張
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。
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（
２
）
投
資
税
控
除

　

投
資
税
控
除
は
主
と
し
て
住
宅
用
太
陽
光
お
よ
び
事
業
用
太
陽
光
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
る
連
邦
上
の
税
額
控
除
で
あ
る
。
ア
メ
リ

カ
回
復
・
再
投
資
法
は
、
生
産
税
控
除
を
受
け
る
適
格
性
の
あ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
技
術
に
投
資
税
控
除
を
受
け
る
選
択
肢
を

授
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
範
囲
を
拡
大
さ
せ
た
。
投
資
税
控
除
は
、
適
格
性
の
あ
る
財
産
に
投
資
さ
れ
た
金
額
の
割
合
に
基

づ
き
、
所
得
税
を
減
額
す
る
も
の
で
あ
る
。
当
初
一
九
七
〇
年
に
投
資
額
の
一
〇
％
に
つ
い
て
税
額
控
除
を
認
め
る
も
の
で
あ
っ
た

が
、
二
〇
〇
五
年
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
法
が
投
資
税
控
除
の
割
合
を
三
〇
％
に
増
や
し
、
住
宅
の
所
有
者
に
対
し
て
も
三
〇
％
の
税

額
控
除
を
創
設
し
た
。
そ
の
後
、
二
〇
〇
八
年
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
改
善
・
延
長
法
（Energy Im

provem
ent and Extension A

ct of 

2008

）
が
サ
ー
ビ
ス
を
開
始
す
る
事
業
に
つ
い
て
期
限
を
二
〇
一
六
年
末
ま
で
延
長
し
、
二
〇
一
七
年
以
降
に
サ
ー
ビ
ス
を
開
始
す

る
適
格
性
の
あ
る
事
業
用
設
備
に
つ
い
て
は
永
久
的
に
一
〇
％
の
税
額
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
住
宅
用
設
備
に
つ
い

て
は
税
額
控
除
を
終
了
す
る
こ
と
と
し
た
。
同
法
は
、
小
規
模
風
力
お
よ
び
地
熱
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
も
税
額
控
除
を
二
〇
一
七
年
ま

で
延
期
し
、
ア
メ
リ
カ
回
復
・
再
投
資
法
が
こ
の
税
額
控
除
を
さ
ら
に
強
化
し
た
と
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。

　
（
３
）
二
〇
一
六
年
統
合
歳
出
予
算
法

　

二
〇
一
六
年
統
合
歳
出
予
算
法
は
、
生
産
税
控
除
の
適
用
を
二
〇
一
五
年
末
に
遡
及
的
に
延
長
し
た
。
風
力
に
つ
い
て
は
、
税
額

控
除
は
二
〇
一
六
年
ま
で
は
二
・
三cents/kW

h

で
あ
り
、
二
〇
一
七
年
一
月
に
段
階
的
廃
止
が
開
始
す
る
。
二
〇
一
六
年
よ
り

も
後
で
二
〇
一
七
年
末
ま
で
に
建
設
さ
れ
る
風
力
発
電
事
業
に
つ
い
て
は
現
在
の
生
産
税
控
除
の
八
〇
％
に
相
当
す
る
額
の
控
除
を
、

二
〇
一
八
年
に
建
設
さ
れ
る
事
業
に
つ
い
て
は
六
〇
％
に
相
当
す
る
額
の
控
除
を
、
二
〇
一
九
年
末
よ
り
前
に
建
設
さ
れ
る
事
業
に

つ
い
て
は
四
〇
％
に
相
当
す
る
額
の
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
他
の
技
術
（
開
ル
ー
プ
バ
イ
オ
マ
ス
、
閉
ル
ー
プ
バ
イ
オ

マ
ス
、
地
熱
、
一
定
の
廃
棄
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
水
力
、
海
洋
、
潮
汐
を
含
む
）
に
つ
い
て
は
生
産
税
控
除
は
控
除
額
が
減
額
さ
れ
る
こ
と

な
し
に
二
〇
一
七
年
一
月
ま
で
の
二
年
間
延
長
さ
れ
た）（（（
（

。
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投
資
税
控
除
に
つ
い
て
、
二
〇
一
五
年
一
二
月
よ
り
前
は
、
二
〇
一
六
年
末
に
控
除
割
合
が
資
本
費
の
三
〇
％
か
ら
一
〇
％
に
削

減
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
一
六
年
統
合
歳
出
予
算
法
は
か
か
る
削
減
を
延
期
し
、
税
額
控
除
の
段
階
的
廃
止
を
導
入
し
、

適
格
性
基
準
を
変
更
し
た
。
二
〇
一
九
年
末
よ
り
も
前
に
建
設
さ
れ
る
太
陽
光
発
電
事
業
に
つ
い
て
は
三
〇
％
の
税
額
控
除
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
、
二
〇
二
〇
年
お
よ
び
二
〇
二
一
年
に
建
設
が
開
始
さ
れ
る
事
業
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
二
六
％
お
よ
び
二
二
％
の

控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
〇
二
一
年
よ
り
も
後
に
建
設
さ
れ
る
商
業
的
事
業
に
つ
い
て
は
資
本
費
の
一
〇
％
に
相
当
す
る

額
の
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
〇
二
一
年
に
開
始
さ
れ
二
〇
二
四
年
ま
で
に
終
了
す
る
住
宅
用
事
業
に
つ
い
て
は
一
〇
％

の
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
二
〇
二
二
年
よ
り
も
後
に
建
設
さ
れ
る
新
規
住
宅
用
事
業
に
つ
い
て
は
税
額
控
除
を
受
け
る

こ
と
は
で
き
な
い）（（（
（

。

第
２
款　

電
化
製
品
お
よ
び
そ
の
他
の
最
終
使
用
設
備
に
係
る
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
準
（energy effi

ciency standards for 

appliances and other end-use equipm
ent

）

　

一
九
七
五
年
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
・
保
全
法
（Energy Policy and Conservation A

ct of 1975

）
（（（
（

）
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
省
に
対
し
て

電
化
製
品
・
設
備
に
係
る
最
低
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
準
を
策
定
・
改
定
・
履
行
す
る
た
め
の
権
限
を
授
与
し
た
。
ま
た
、
一
九
八
七
年

の
国
家
電
化
製
品
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
（N

ational A
ppliance Energy Conservation A

ct of 1987

）
は
、
一
三
の
消
費
者
向
け
製
品

に
係
る
最
低
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
準
を
初
め
て
創
設
し
た
。
一
九
八
八
年
以
来
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
省
は
、
居
住
用
お
よ
び
商
業
用
の
電
化

製
品
に
係
る
多
く
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
準
を
定
め
た
。
同
省
の
建
築
物
技
術
局
は
、
二
〇
一
六
年
現
在
六
〇
超
の
分
野
の
電
化
製

品
・
設
備
に
つ
い
て
最
低
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
準
を
定
め
て
い
る
。

　

二
〇
〇
七
年
一
二
月
に
制
定
さ
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
独
立
・
安
全
保
障
法
（Energy Independence and Security A

ct of 2007

）
（（（
（

）

は
様
々
な
居
住
設
備
に
係
る
最
低
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
準
を
規
定
し
た
。
当
該
基
準
に
は
、
二
〇
一
二
年
か
ら
二
〇
一
四
年
に
お
い
て
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一
般
照
明
の
消
費
電
力
を
約
三
〇
％
削
減
し
二
〇
二
〇
年
ま
で
に
約
六
五
％
削
減
す
る
こ
と
、
二
〇
一
二
年
に
お
け
る
ボ
イ
ラ
ー
基

準
、
二
〇
〇
八
年
よ
り
後
の
外
部
電
力
供
給
に
係
る
消
費
電
力
の
削
減
、
二
〇
一
〇
年
お
よ
び
二
〇
一
二
年
の
間
に
施
行
さ
れ
る
洗

濯
機
・
皿
洗
い
機
・
除
湿
器
に
係
る
基
準
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　

前
記
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
・
保
全
法
は
、
ア
メ
リ
カ
暖
房
・
冷
房
・
エ
ア
コ
ン
技
術
者
協
会
（the A

m
erican Society of H

eating, 

Refrigeration and A
ir-Conditioning Engineers (A

SH
RA

E)

）
の
商
業
設
備
に
係
る
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
準
が
改
定
さ
れ
る
場
合
に

は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
省
は
、
も
し
追
加
的
な
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
費
用
効
率
が
高
け
れ
ば
、
同
協
会
の
基
準
ま
た
は
よ
り
厳
格
な
基
準
の

い
ず
れ
か
を
定
め
る
旨
を
要
求
す
る
。
近
時
、
同
協
会
は
商
業
セ
ン
ト
ラ
ル
エ
ア
コ
ン
、
熱
ポ
ン
プ
お
よ
び
加
熱
炉
に
係
る
基
準
を

改
定
し
た
。
そ
の
結
果
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
省
は
二
〇
一
八
年
お
よ
び
二
〇
二
三
年
に
発
効
す
る
新
た
な
基
準
を
定
め
た
と
さ
れ
る）（（（
（

。

第
２
章　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
制
─
─
七
州
の
制
度
の
検
討
─
─

第
１
節　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
理
解
と
こ
れ
を
採
用
す
る
州

　

エ
ネ
ル
ギ
ー
省
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
局
の
下
に
設
置
さ
れ
て
い
る
国
立
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
研
究
所
の

情
報
に
よ
る
と
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
Ｆ
Ｉ
Ｔ
は
以
下
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
Ｆ
Ｉ
Ｔ
は
、
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
発
電
事
業
者
に
対
し
て
支
払
い
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
保
証
す
る
（guarantee of paym

ents

）
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給

政
策
で
あ
る
。
支
払
い
は
電
気
そ
れ
自
体
ま
た
は
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
証
書
（renew

able energy certificates

）
と
セ
ッ
ト
に

な
っ
た
電
気
に
対
し
て
な
さ
れ
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
る
。
当
該
支
払
い
は
一
般
的
に
は
一
五
年
か
ら
二
〇
年
の
期
間
で
設
定
さ
れ
る

長
期
契
約
に
お
い
て
認
め
ら
れ
、
実
際
に
発
電
し
た
電
気
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
発
電
ベ
ー
ス
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
で
あ
る

（production-based incentive

）（$/kW
h

）。
リ
ベ
ー
ト
の
よ
う
に
支
払
い
が
設
備
の
出
力
を
基
礎
に
行
わ
れ
る
出
力
ベ
ー
ス
の
イ
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ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
（$/w

att

）
と
は
区
別
さ
れ
る
」
と
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。
こ
の
理
解
は
わ
が
国
に
お
け
る
Ｆ
Ｉ
Ｔ
と
近
似
し
て
い
る
が
、

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
証
書
を
併
せ
た
買
取
が
あ
り
得
る
な
ど
の
点
で
は
わ
が
国
の
そ
れ
と
は
異
な
る
と
い
え
る
。

　

ま
た
、
二
〇
〇
九
年
現
在
で
Ｆ
Ｉ
Ｔ
を
採
用
し
て
い
る
州
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
、
フ
ロ
リ
ダ
州
、
オ
レ
ゴ
ン
州
、
バ
ー
モ
ン

ト
州
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
お
よ
び
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州）（（（
（

で
あ
る
と
の
情
報
が
あ
る）（（（
（

（
ま
た
、
二
〇
一
〇
年
七
月
現
在
で
Ｆ
Ｉ
Ｔ
を
採
用
し

て
い
る
州
は
五
州
（
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
、
バ
ー
モ
ン
ト
州
、
オ
レ
ゴ
ン
州
、
メ
イ
ン
州
、
ハ
ワ
イ
州
）
と
の
情
報
も
あ
る）（（（
（

））。
も
っ
と
も
、

州
全
体
（statew

ide
）
の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
（
州
の
管
轄
内
で
操
業
し
て
い
る
電
気
事
業
者
に
対
し
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
で
発
電
さ
れ
た
電
気

の
購
入
を
義
務
づ
け
る
も
の
）
と
電
気
事
業
者
単
位
（utility-based

）
の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
（
電
気
事
業
者
ご
と
の
特
定
の
目
標
の
達
成
（
Ｒ
Ｐ
Ｓ

の
達
成
か
ら
分
散
型
発
電
（distributed generation

）
の
推
奨
ま
で
幅
が
あ
り
得
る
）
を
支
援
す
る
も
の
）
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
前
者
の
州
全
体
の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
を
採
用
し
て
い
る
の
は
、
例
え
ば
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
と
ワ
シ
ン
ト
ン
州
と
さ
れ
、
後
者
の
Ｆ
Ｉ

Ｔ
を
採
用
し
て
い
る
の
は
、
例
え
ば
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
と
オ
レ
ゴ
ン
州
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。
ま
た
、
ほ
と
ん
ど
の
州
が
回
避

費
用
方
式
に
基
づ
く
Ｆ
Ｉ
Ｔ
を
採
用
し
て
お
り
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
発
電
費
用
に
基
づ
く
本
格
的
な
Ｆ
Ｉ
Ｔ
を
採
用
し
て
い

る
の
は
フ
ロ
リ
ダ
州
の
ゲ
イ
ン
ズ
ビ
ル
（Gainesville
）
に
お
け
る
太
陽
光
発
電
に
係
る
も
の
の
み
と
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。
つ
ま
り
、
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
Ｆ
Ｉ
Ｔ
は
大
き
く
三
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
、
第
一
は
世
界
で
最
も
普
及
し
て
い
る
と
さ
れ
る
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
均
等
化
発
電
費
用
（levelized RE project costs

）
に
基
づ
く
も
の
（
例
え
ば
、
フ
ロ
リ
ダ
州
ゲ
イ
ン
ズ
ビ
ル
）、

第
二
は
回
避
費
用
方
式
に
基
づ
く
も
の
（
例
え
ば
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
、
バ
ー
モ
ン
ト
州
のCentral V

erm
ont Public Service

社

お
よ
び
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
のW

E Energies

社
（
バ
イ
オ
ガ
ス
））、
第
三
は
回
避
費
用
ま
た
は
均
等
化
発
電
費
用
を
度
外
視
し
て
設

定
さ
れ
る
固
定
価
格
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
基
づ
く
も
の
（
例
え
ば
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
な
ど
）
で
あ
る）（（（
（

。

　

他
方
、
二
〇
一
一
年
四
月
現
在
、
州
独
自
の
「
Ｆ
Ｉ
Ｔ
を
導
入
し
て
い
る
州
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
、
ハ
ワ
イ
州
、
ル
イ
ジ
ア

ナ
州
、
オ
レ
ゴ
ン
州
、
バ
ー
モ
ン
ト
州
の
計
五
州）（（（
（

」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
国
立
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
研
究
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所
の
情
報
（
二
〇
一
四
年
九
月
八
日
更
新
）
に
よ
る
と
、（
義
務
的
な
）
Ｆ
Ｉ
Ｔ
ま
た
は
そ
れ
に
類
似
の
制
度
を
実
施
し
て
い
る
の
は

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
、
ハ
ワ
イ
州
、
メ
イ
ン
州
、
オ
レ
ゴ
ン
州
、
バ
ー
モ
ン
ト
州
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
の
六
州
あ
り
、
そ
の
他
い
く
つ

か
の
州
に
任
意
的
な
Ｆ
Ｉ
Ｔ
を
採
用
す
る
電
気
事
業
者
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
エ
ネ
ル
ギ
ー
情
報
局
に

よ
る
と
、
二
〇
一
三
年
五
月
三
〇
日
現
在
、
七
州
（
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
、
ハ
ワ
イ
州
、
メ
イ
ン
州
、
オ
レ
ゴ
ン
州
、
ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン

ド
州
、
バ
ー
モ
ン
ト
州
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
）
が
義
務
的
な
Ｆ
Ｉ
Ｔ
を
採
用
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。
な
お
、
佐
藤
・
前
掲
注
（
103
）

の
報
告
書
四
頁
お
よ
び
一
四
頁
に
お
い
て
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
一
方
で
国
立
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
研
究
所
の
情
報

に
は
そ
れ
が
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
確
か
に
厳
密
に
は
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
公
益
サ
ー
ビ
ス
委
員
会
（Louisiana Public 

Service Com
m

ission

）
は
、
二
〇
一
一
年
に
パ
イ
ロ
ッ
ト
事
業
（Renew

able Energy Pilot Project

）
と
し
て
Ｆ
Ｉ
Ｔ
類
似
の
制

度
を
同
州
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
選
択
に
関
す
る
研
究
的
要
素
も
含
め
て
導
入
し
、
電
気
事
業
者
は
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

最
低
六
〇
＄
／
Ｍ
Ｗ
ｈ
（
最
高
一
二
〇
＄
／
Ｍ
Ｗ
ｈ
）
で
購
入
す
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
契

約
期
間
が
五
年
と
短
期
的
で
あ
っ
た
た
め
に
発
電
事
業
者
に
と
っ
て
十
分
な
利
益
を
得
る
保
証
が
な
く
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に

関
す
る
独
自
の
事
業
を
展
開
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
背
景
が
あ
り
、
現
在
は
同
州
に
お
い
て
Ｆ
Ｉ
Ｔ
は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う）（（（
（

。

　

第
２
節　

七
州
の
制
度
の
検
討

　

こ
の
よ
う
に
Ｆ
Ｉ
Ｔ
を
採
用
し
て
い
る
州
に
関
す
る
情
報
は
各
組
織
に
よ
っ
て
異
な
り
、
必
ず
し
も
統
一
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
が
、
本
稿
で
は
以
下
、
政
府
機
関
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
エ
ネ
ル
ギ
ー
情
報
管
理
局
に
よ
る
情
報
（
二
〇
一
三
年
五
月
現

在
）
お
よ
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
省
に
よ
る
財
政
的
支
援
を
受
け
て
い
る
ノ
ー
ス
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
州
立
大
学
ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
技
術
セ

ン
タ
ー
に
よ
る
情
報
（D

atabase of State Incentives for Renew
ables &

 Effi
ciency

）
に
基
づ
き
前
記
七
州
の
制
度
の
概
要
を
簡

潔
に
記
す
こ
と
と
す
る
（
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
つ
い
て
は
詳
し
く
後
述
す
る
）。
な
お
、
ア
ラ
バ
マ
州
、
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
、
ミ
シ
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シ
ッ
ピ
州
、
ノ
ー
ス
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
州
、
テ
ネ
シ
ー
州
お
よ
び
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
に
お
い
て
は
、
二
〇
一
〇
年
に
期
間
二
〇
年
の
任

意
的
な
Ｆ
Ｉ
Ｔ
が
創
設
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
が）（（（
（

、
同
制
度
は
任
意
的
と
さ
れ
て
い
る
た
め）（（（
（

、
本
稿
に
お
い
て
は
言
及
を
割
愛
す
る
。

第
１
款　

ハ
ワ
イ
州
（
固
定
価
格
買
取
制
度
（Feed-in T

ariff

））

　

二
〇
一
五
年
六
月
八
日
に
更
新
さ
れ
た
情
報
に
よ
る
と）（（（
（

、
ま
ず
背
景
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
エ
ネ
ル
ギ
ー
省
お
よ
び
ハ
ワ

イ
州
は
、
二
〇
〇
八
年
一
月
に
、
ハ
ワ
イ
ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
設
立
す
る
旨
の
覚
書
に
署
名
し
た
。
こ
の
覚

書
の
合
意
は
、
ハ
ワ
イ
州
が
飛
躍
的
に
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
発
電
能
力
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
を
支
援
し
、
小
島
に
お
い
て
は
再

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
み
の
利
用
に
移
行
す
る
た
め
の
野
心
的
な
目
標
を
設
定
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る）（（（
（

。
当
該
覚
書
は
法
的

拘
束
力
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
も
し
成
功
裡
に
履
行
さ
れ
れ
ば
、
ハ
ワ
イ
州
に
お
け
る
油
の
消
費
を
七
二
％
削
減
す
る
潜
在
性

が
あ
る
と
さ
れ
る
。
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
、
同
州
公
益
事
業
委
員
会
は
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
開
発
の
検
討
を
開
始
し
た
（D

ocket N
o. 2008-

0273

）。
こ
の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
は
、
ハ
ワ
イ
ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
従
っ
て
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
二
〇
〇
八
年

に
定
め
ら
れ
た
一
定
の
目
標
を
定
式
化
（form

alize
）
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
二
〇
〇
九
年
九
月
に
同
州
公
益
事
業
委
員
会
が
Ｆ
Ｉ
Ｔ
を
創
設
す
る
旨
の
命
令
を
発
し
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
は
、

投
資
家
所
有
電
気
事
業
者
三
社
（
Ｈ
Ｅ
Ｃ
Ｏ
社
、
Ｍ
Ｅ
Ｃ
Ｏ
社
お
よ
び
Ｈ
Ｅ
Ｌ
Ｃ
Ｏ
社
）
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
、
そ
の
価
格
、
期
間
お

よ
び
標
準
接
続
契
約
は
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
一
三
日
に
承
認
さ
れ
た
。
こ
の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
に
対
し
て
は
、
事
業
開
始
か
ら
二
年
後
に
同
州

公
益
事
業
委
員
会
に
よ
る
監
査
を
受
け
、
そ
の
後
三
年
お
き
に
監
査
を
受
け
る
と
い
う
。
こ
の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
は
、T

ier 1

か
ら3

ま
で

の
三
層
に
分
か
れ
て
い
る
。T

ier 1

お
よ
び2

に
つ
い
て
、
Ｈ
Ｅ
Ｃ
Ｏ
社
に
係
る
Ｆ
Ｉ
Ｔ
は
二
〇
一
〇
年
一
一
月
一
七
日
に
開
始

さ
れ
、
他
の
二
社
に
係
る
Ｆ
Ｉ
Ｔ
は
同
月
二
四
日
に
開
始
さ
れ
た
。T

ier 3
に
係
る
価
格
に
つ
い
て
は
二
〇
一
一
年
一
一
月
二
二

日
に
承
認
さ
れ
、
価
格
の
改
定
が
同
年
一
二
月
三
〇
日
に
申
し
立
て
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
は
、
前
記
三
社
が
、
当
該
事
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業
の
技
術
や
規
模
に
応
じ
て
一
定
の
価
格
（
〇
・
一
二
＄
／
ｋ
Ｗ
ｈ
か
ら
〇
・
二
六
九
＄
／
ｋ
Ｗ
ｈ
）
で
二
〇
年
間
に
わ
た
り
電
力
を

買
い
取
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
た
も
の
で
あ
る）（（（
（

。

　

同
州
の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
が
適
用
さ
れ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
は
、
太
陽
光
（photovoltaics

）、
集
光
型
太
陽
熱
発
電

（concentrating solar pow
er

）、
陸
上
風
力
（on-shore w

ind

）、In-line

水
力
（hydropow

er

）
が
含
ま
れ
る
。
そ
し
て
、
適
格

事
業
に
つ
い
て
は
、
二
〇
年
の
期
間
に
亘
り
、
固
定
価
格
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。T

ier 1

は
、
当
該
事
業
が
出
力
二
〇 

ｋ
Ｗ
︲
Ａ
Ｃ
以
下
で
あ
る
場
合
に
す
べ
て
の
島
お
よ
び
技
術
内
容
（
太
陽
光
、
集
光
型
太
陽
熱
発
電
、
陸
上
風
力
、In-line

水
力
）
に
適

用
さ
れ
る
。T

ier 2
は
、
適
用
さ
れ
る
技
術
内
容
はT

ier 1

と
同
様
で
あ
る
が
、T

ier 1

よ
り
も
規
模
が
大
き
く
な
り
、
出
力
二

〇
ｋ
Ｗ
︲
Ａ
Ｃ
超
の
も
の
（
す
べ
て
の
島
に
お
い
て
一
〇
〇
ｋ
Ｗ
︲
Ａ
Ｃ
以
下
の
陸
上
風
力
お
よ
びIn-line

水
力
、
ラ
ナ
イ
島
お
よ
び
モ
ロ

カ
イ
島
に
お
い
て
一
〇
〇
ｋ
Ｗ
︲
Ａ
Ｃ
以
下
の
太
陽
光
お
よ
び
集
光
型
太
陽
熱
発
電
、
マ
ウ
イ
島
お
よ
び
ハ
ワ
イ
島
に
お
い
て
五
〇
〇
ｋ
Ｗ
︲

Ａ
Ｃ
以
下
の
集
光
型
太
陽
熱
発
電
、
オ
ア
フ
島
に
お
い
て
五
〇
〇
ｋ
Ｗ
︲
Ａ
Ｃ
以
下
の
太
陽
光
お
よ
び
集
光
型
太
陽
熱
発
電
）
に
適
用
さ
れ

る
。T

ier 3

は
、T

ier 2

の
上
限
よ
り
も
規
模
の
大
き
い
す
べ
て
の
設
備
に
適
用
さ
れ
、
オ
ア
フ
島
に
お
い
て
五
Ｍ
Ｗ
︲
Ａ
Ｃ
以

下
、
マ
ウ
イ
島
お
よ
び
ハ
ワ
イ
島
に
お
い
て
二
・
七
二
Ｍ
Ｗ
︲
Ａ
Ｃ
以
下
の
事
業
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
近
時
、
ハ
ワ
イ
州
は
、
二
〇
四
五
年
ま
で
に
一
〇
〇
％
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
を
要
求
す
る
こ
と
と
し
た
と
さ
れ
て

い
る
。

第
２
款　

メ
イ
ン
州
（
地
域
共
同
体
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
（Com

m
unity-Based R

enew
able 

Energy Production Incentive

））

　

二
〇
一
三
年
五
月
現
在
の
情
報
に
よ
る
と）（（（
（

、
こ
れ
は
二
〇
〇
九
年
に
創
設
さ
れ
た
パ
イ
ロ
ッ
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
り）（（（
（

、
出
力
五
〇

Ｍ
Ｗ
ま
で
の
事
業
に
つ
い
て
、
投
資
家
所
有
電
気
事
業
者
（investor-ow

ned utilities

）
に
対
し
て
、
〇
・
一
＄
／
ｋ
Ｗ
ｈ
の
料
率
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で
二
〇
年
間
の
契
約
を
締
結
す
る
か
ま
た
は
一
・
五
倍
の
料
率
で
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
証
書
（renew

able energy certificates

）

を
購
入
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
一
Ｍ
Ｗ
を
超
え
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
は
競
争
入
札
の
手
続
き
を
通
じ
て
価

格
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
の
、
一
〇
Ｍ
Ｗ
ま
で
の
幅
広
い
種
類
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
適
格
性
が

認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

二
〇
一
五
年
六
月
五
日
に
更
新
さ
れ
た
情
報
に
よ
る
と）（（（
（

、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
適
格
性
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
発
電

設
備
が
少
な
く
と
も
五
一
％
は
州
内
の
者
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
、
出
力
一
〇
Ｍ
Ｗ
以
下
で
、
州
内
に
所
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

さ
れ
る
。
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
参
加
者
は
、
投
資
家
所
有
電
気
事
業
者
と
二
〇
年
以
下
の
長
期
契
約
を
締
結
す
る
か
、
電
力
価
格
の

一
・
五
倍
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
証
書
を
取
得
す
る
か
の
い
ず
れ
か
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
選
択
す
る
と
さ
れ
る
。
後
者
を
選
択

す
る
場
合
に
は
、
当
該
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
証
書
が
同
州
の
Ｒ
Ｐ
Ｓ
を
充
足
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
る
時
に
当
該
一
・
五
倍
の
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。

第
３
款　

オ
レ
ゴ
ン
州
（
太
陽
光
容
量
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
支
払
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
（Solar V

olum
etric Incentive and 

Paym
ents Program

））

　

二
〇
一
三
年
五
月
時
点
の
情
報
に
よ
る
と）（（（
（

、
同
州
の
太
陽
光
容
量
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
支
払
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
二
〇
〇
九
年
に
創

設
さ
れ
た
試
行
的
な
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
（pilot program

）
（（（
（

）（
二
〇
一
〇
年
開
始
）、
オ
レ
ゴ
ン
州
の
投
資
家
所
有
電
気
事
業
者
三
社

に
対
し
て
、
出
力
五
〇
〇
ｋ
Ｗ
ま
で
の
太
陽
光
発
電
事
業
者
と
一
五
年
間
の
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。

電
気
事
業
者
に
対
す
る
当
該
義
務
は
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
累
積
的
目
標
で
あ
る
二
五
Ｍ
Ｗ
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
一
〇
〇
ｋ
Ｗ

超
の
大
規
模
事
業
は
競
争
入
札
の
手
続
き
を
通
じ
て
価
格
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
小
規
模
事
業
に
つ
い
て
は
、
当
該
事

業
の
場
所
や
規
模
に
応
じ
て
、
〇
・
一
八
＄
／
ｋ
Ｗ
ｈ
か
ら
〇
・
三
九
＄
／
ｋ
Ｗ
ｈ
ま
で
の
価
格
と
さ
れ
て
い
る
。
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二
〇
一
六
年
一
〇
月
二
五
日
に
更
新
さ
れ
た
情
報
に
よ
る
と）（（（
（

、
二
〇
一
三
年
五
月
に
、
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
上
限
は
二
五
Ｍ
Ｗ
か
ら

二
七
・
五
Ｍ
Ｗ
に
増
加
し
、
そ
の
期
限
は
二
〇
一
六
年
三
月
三
一
日
ま
で
延
長
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
五
年
の
契
約
期

間
満
了
後
は
、「
資
産
価
値
（resource value

）」
に
基
づ
い
て
、
発
電
さ
れ
た
電
力
に
つ
い
て
支
払
い
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
、

資
産
価
値
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
回
避
費
用
お
よ
び
送
電
・
配
電
の
回
避
費
用
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ

の
試
行
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
登
録
（enrollm

ent

）
は
、
二
七
・
五
Ｍ
Ｗ
の
上
限
に
達
し
た
時
ま
た
は
二
〇
一
六
年
三
月
三
一
日
の

ど
ち
ら
か
早
い
時
点
を
も
っ
て
締
め
切
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。

第
４
款　

ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
州
（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
成
長
プ
ロ
グ
ラ
ム
（R

enew
able Energy Grow

th Program

））

　

従
前
は
地
熱
、
太
陽
熱
、
太
陽
光
、
風
力
、
バ
イ
オ
マ
ス
、
水
力
、
埋
立
地
ガ
ス
（landfill gas

）、
海
洋
熱
（ocean therm

al

）、

嫌
気
性
消
化
（anaerobic digestion
）
な
ど
を
対
象
と
す
る
分
散
型
発
電
標
準
契
約
（distributed generation standard 

contracts

）
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
存
在
し
た
が
、
こ
れ
は
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
成
長
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
と
っ
て
代
わ
っ
た）（（（
（

。
二
〇
一
六
年

八
月
一
日
に
更
新
さ
れ
た
情
報
に
よ
る
と）（（（
（

、
二
〇
一
四
年
、
Ｈ
七
七
二
七
法
は
配
電
事
業
者
（electric distribution com

panies

）

の
負
荷
範
囲
内
で
系
統
に
接
続
さ
れ
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
の
設
置
を
合
理
的
な
費
用
で
促
進
す
る
た
め
に
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
成
長
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
創
設
し
た
。
こ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
一
定
の
出
力
（
Ｍ
Ｗ
）
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に

五
年
間
の
競
争
入
札
を
通
じ
て
分
散
型
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
業
の
開
発
や
操
業
に
対
し
て
経
済
的
支
援
を
行
う
こ
と
を
企
図
し

た
も
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
五
年
間
、
配
電
事
業
者
は
、
適
格
性
の
あ
る
分
散
型
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
業
（renew

able 

distributed generation projects

）
に
対
し
て
複
数
年
の
実
績
に
基
づ
く
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
（m

ulti year perform
ance based 

incentives

）
を
提
供
す
る
こ
と
を
企
図
す
る
公
益
事
業
委
員
会
に
対
し
て
価
格
表
を
提
示
す
る
。
提
示
さ
れ
た
価
格
表
に
は
上
限

価
格
お
よ
び
一
五
年
か
ら
二
〇
年
の
期
間
が
含
ま
れ
る
。
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
五
年
の
間
に
合
計
一
六
〇
Ｍ
Ｗ
の
分
散
型
再
生
可
能
エ
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ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
を
目
標
と
し
、
一
年
目
は
二
五
Ｍ
Ｗ
、
二
年
目
は
四
〇
Ｍ
Ｗ
、
三
年
目
お
よ
び
四
年
目
は
四
〇
Ｍ
Ｗ
、
五
年
目
は

そ
の
残
余
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
最
初
の
四
年
間
は
小
規
模
太
陽
光
に
つ
い
て
少
な
く
と
も
毎
年
三
Ｍ
Ｗ
の
目
標

も
あ
る
。
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
小
規
模
太
陽
光
と
そ
れ
以
外
に
分
か
れ
て
い
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
非
住
宅
居
住
者
に
対
し
て
向
け

ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
事
業
用
太
陽
光
、
風
力
、
嫌
気
性
消
化
（anaerobic digestion

）、
小
規
模
水
力
が
含
ま
れ
る
。
同
プ
ロ
グ

ラ
ム
に
参
加
す
る
た
め
に
申
請
者
は
施
設
の
全
出
力
に
係
る
一
ｋ
Ｗ
ｈ
当
た
り
の
価
格
（
上
限
価
格
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
）
で

入
札
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
配
電
事
業
者
は
、
目
標
出
力
に
達
す
る
ま
で
最
低
提
案
価
格
（low

est proposed prices

）
お

よ
び
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
完
了
時
期
に
基
づ
き
対
象
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
選
定
す
る
。
分
散
型
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
発
電
事
業
に
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
る
た
め
に
、
配
電
事
業
者
は
、
望
ま
し
い
地
理
的
負
荷
地
域
に
お
い
て
発
電
事
業
を
行
う
こ
と
を
提
案
す
る

落
札
者
（w

inning bidder

）
の
落
札
価
格
に
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
価
格
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
〇
一
六
年
の
参
加
期
間
は
同

年
四
月
一
八
日
か
ら
同
月
二
九
日
ま
で
で
あ
っ
た
。
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
価
格
表
を
通
じ
て
排
他
的
に
管
理
さ
れ
る
。
固
定
価
格
は
、

例
え
ば
、
中
規
模
太
陽
光
（
二
六
︲
二
五
〇
ｋ
Ｗ 
Ｄ
Ｃ
）
に
つ
い
て
は
、
毎
年
の
参
加
目
標
は
五
Ｍ
Ｗ
（
銘
板
値
）、
標
準
実
績
に
基

づ
く
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
（Standard Perform

ance-Based Incentives

）
は
二
二
・
五
五cents/kW

h

で
あ
り
、
商
業
規
模
の
太

陽
光
（
二
五
一
︲
九
九
九
ｋ
Ｗ 

Ｄ
Ｃ
）
に
つ
い
て
は
、
毎
年
の
参
加
目
標
は
八
Ｍ
Ｗ
（
銘
板
値
）、
標
準
実
績
に
基
づ
く
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
は
な
し
（not available

）、
上
限
価
格
は
一
九
・
三
〇cents/kW

h

、
風
力
に
つ
い
て
は
、
出
力
に
応
じ
て
三
段
階
に
分
か

れ
て
い
る
が
、
出
力
一
五
〇
〇
ｋ
Ｗ
か
ら
二
九
九
九
ｋ
Ｗ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
毎
年
の
参
加
目
標
は
九
Ｍ
Ｗ
（
銘
板
値
）、
標
準

実
績
に
基
づ
く
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
な
し
、
上
限
価
格
は
一
八
・
七
五cents/kW

h

な
ど
と
さ
れ
て
い
る
（
調
達
期
間
は
い
ず
れ
も

二
〇
年）

（（（
（

）。

　

ま
た
、
二
〇
一
六
年
か
ら
始
ま
っ
た
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
、Solar W

ise
と
い
う
住
宅
ま
た
は
事
業
用
建
物
に
お
け
る
省
エ
ネ

に
大
き
な
投
資
を
行
う
こ
と
に
関
連
し
て
太
陽
光
発
電
を
導
入
す
る
こ
と
を
選
択
し
た
顧
客
に
対
し
て
追
加
的
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
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を
提
供
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
含
ま
れ
て
い
る
。
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
追
加
的
な
省
エ
ネ
に
応
じ
て
四
段
階
に
分
か
れ
て
い
る
（
二
％

増
し
、
四
％
増
し
、
五
％
増
し
、
一
〇
％
増
し
）。

　

さ
ら
に
、
二
〇
一
六
年
七
月
に
制
定
さ
れ
たH

.B. 853（

は
、
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
環
と
し
て
、
仮
想
ネ
ッ
ト
・
メ
ー
タ
リ
ン
グ

共
有
太
陽
光
発
電
設
備
（virtual net m

etering Shared Solar Facilities

）
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
追
加
し
た
。
こ
れ
は
、
複
数
家
族
世
帯
、

キ
ャ
ン
パ
ス
、
複
合
施
設
、
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ク
、
複
合
テ
ナ
ン
ト
な
ど
に
お
け
る
太
陽
光
発
電
を
支
援
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
５
款　

バ
ー
モ
ン
ト
州
（
適
格
Ｓ
Ｐ
Ｅ
Ｅ
Ｄ
資
源
に
係
る
標
準
提
供
（Standard O

ffer for Q
ualifying SPEED

 

R
esources

））

　

二
〇
一
三
年
五
月
時
点
の
情
報
に
よ
る
と）（（（
（

、
二
〇
〇
九
年
に
創
設
さ
れ
そ
の
後
改
正
さ
れ
た
同
州
の
標
準
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
二
・

二
Ｍ
Ｗ
未
満
の
適
格
性
の
あ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
業
に
つ
い
て
一
〇
年
か
ら
二
五
年
間
の
契
約
を
締
結
す
る
よ
う
、

V
erm

ont Electric Pow
er Producers Inc.

を
州
レ
ベ
ル
の
取
り
ま
と
め
役
と
し
て
指
定
す
る
。
買
取
価
格
は
、
回
避
費
用
の

制
限
（avoided-cost cap

）
付
き
で
は
あ
る
が
、
市
場
ベ
ー
ス
の
競
売
入
札
制
度
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
毎
年
目
標
が
増
加
し
、

累
積
的
な
目
標
は
一
二
七
・
五
Ｍ
Ｗ
と
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
二
〇
一
六
年
五
月
一
九
日
に
更
新
さ
れ
た
情
報
に
よ
る
と）（（（
（

、
二
〇
一
三
年
に
、
バ
ー
モ
ン
ト
州
公
益
サ
ー
ビ
ス
委
員
会
は

新
し
い
市
場
ベ
ー
ス
の
価
格
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
創
設
し
た
と
さ
れ
、
毎
年
四
月
一
日
に
公
開
さ
れ
る
提
案
要
求
（Request for 

Proposal

）
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
、
契
約
の
締
結
が
認
め
ら
れ
る
。
同
委
員
会
は
契
約
に
係
る
毎
年
の
ｋ
Ｗ
ｈ
当
た
り
の
費
用
を
上

限
と
し
て
利
用
す
る
た
め
に
回
避
費
用
を
設
定
す
る
。
契
約
は
提
案
さ
れ
た
ｋ
Ｗ
ｈ
当
た
り
の
価
格
に
基
づ
き
競
争
的
に
選
択
さ
れ

る
。
二
〇
一
五
年
六
月
、
同
州
は
、
同
制
度
の
名
称
を
持
続
的
価
格
設
定
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
業
開
発
プ
ロ
グ
ラ
ム
（Sustainably 

Priced Energy Enterprise D
evelopm

ent Program

）
か
ら
標
準
提
供
プ
ロ
グ
ラ
ム
（Standard O

ffer Program

）
に
変
更
す
る
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法
律
を
制
定
し
た
。
対
象
と
な
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
太
陽
光
、
風
力
、
バ
イ
オ
マ
ス
、
水
力
、
都
市
固
形
廃
棄
物

（m
unicipal solid w

aste

）、
埋
立
地
ガ
ス
（landfill gas

）
お
よ
び
嫌
気
性
消
化
（anaerobic digestion

）
と
さ
れ
て
い
る
。
買
取

期
間
に
つ
い
て
、
太
陽
光
は
一
〇
年
か
ら
二
五
年
、
そ
の
他
は
一
〇
年
か
ら
二
〇
年
と
さ
れ
て
い
る
。
標
準
提
供
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
上

限
は
、
前
記
の
と
お
り
、
一
二
七
・
五
Ｍ
Ｗ
（
二
〇
二
二
年
時
点
）
と
さ
れ
て
い
る
。

第
６
款　

ワ
シ
ン
ト
ン
州
（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
費
用
回
収
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
支
払
い
（R

enew
able Energy Cost 

R
ecovery Incentive Paym

ent

））

　

二
〇
〇
六
年
に
開
設
さ
れ
た
同
州
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
電
気
事
業
者
の
参
加
を
義
務
づ
け
て
い
な
い
が）（（（
（

、
適
格
性
の
あ
る
発
電
事
業

者
に
対
し
て
契
約
価
格
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
参
加
を
選
択
す
る
電
気
事
業
者
に
つ
い
て
、
同
州
は
、
当
該
電
気
事
業
者
に
対

し
て
、
一
定
の
限
度
額
ま
で
、
税
額
控
除
（tax credits

）
を
通
じ
て
、
二
〇
二
〇
年
ま
で
契
約
価
格
を
補
償
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

固
定
価
格
は
、
適
格
性
の
あ
る
太
陽
光
、
風
力
お
よ
び
嫌
気
性
消
化
（anaerobic digestion

）
事
業
に
つ
い
て
、
〇
・
一
二
＄
／
ｋ

Ｗ
ｈ
か
ら
〇
・
五
四
＄
／
ｋ
Ｗ
ｈ
の
間
の
価
格
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
発
電
事
業
は
七
五
ｋ
Ｗ
を
超
え
る
こ
と
は
で
き

ず
、
顧
客
は
一
名
当
た
り
年
間
五
〇
〇
〇
ド
ル
を
超
え
て
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。
同
州
の
制
度
は
電
気
料
金

を
支
払
う
利
用
者
で
は
な
く
、
州
が
最
終
的
に
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
係
る
費
用
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
た
め
、
ド
イ
ツ
と
同
様
の
Ｆ

Ｉ
Ｔ
で
は
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。

　

二
〇
一
六
年
五
月
一
九
日
に
更
新
さ
れ
た
情
報
に
よ
る
と）（（（
（

、
発
電
事
業
者
に
支
払
わ
れ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
価
格
は
〇
・
一
五

＄
／
ｋ
Ｗ
ｈ
を
ベ
ー
ス
値
と
し
て
、
こ
れ
に
一
定
の
定
数
を
乗
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
算
出
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
前
記
の
と

お
り
、
〇
・
一
二
＄
／
ｋ
Ｗ
ｈ
か
ら
〇
・
五
四
＄
／
ｋ
Ｗ
ｈ
の
間
（
上
限
は
年
間
五
〇
〇
〇
ド
ル
）
で
価
格
が
設
定
さ
れ
る
。
他
方
、

地
域
共
同
体
の
太
陽
光
事
業
に
つ
い
て
は
〇
・
三
〇
＄
／
ｋ
Ｗ
ｈ
を
ベ
ー
ス
値
と
し
て
こ
れ
に
先
と
同
様
に
一
定
の
定
数
を
乗
じ
て
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イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
価
格
が
算
出
さ
れ
る
。
州
内
の
電
気
事
業
者
は
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
支
払
っ
た
う
え
で
こ
れ
と
同
額
の
税
額
控

除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
税
額
控
除
は
一
〇
万
ド
ル
ま
た
は
当
該
電
気
事
業
者
の
課
税
対
象
と
な
る
売
電
額
の
〇
・

五
％
の
い
ず
れ
か
大
き
い
額
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
地
域
共
同
体
の
太
陽
光
事
業
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
支
払
い

は
全
控
除
許
容
額
の
二
五
％
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
価
格
は
こ
れ
に
対
す
る
要
求
額
が
利
用
可
能
な
財

源
を
超
え
る
場
合
に
は
統
一
的
に
削
減
さ
れ
得
る
。
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
二
〇
二
〇
年
六
月
三
〇
日
ま
で
有
効
と
さ
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
い
く
つ
か
の
電
気
事
業
者
は
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
下
で
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
配
分
に
係
る
上
限
に
達
し
た
と
さ
れ
て

お
り
、
こ
れ
ら
の
う
ち
い
く
つ
か
の
電
気
事
業
者
は
顧
客
当
た
り
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
価
格
を
削
減
し
、
そ
の
他
の
電
気
事
業
者

は
新
規
申
請
者
に
対
し
て
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
閉
鎖
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

第
７
款　

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州）（（（
（

　
（
１
）
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
Ｒ
Ｐ
Ｓ

　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
は
、
二
〇
一
四
年
現
在
、
二
九
の
州
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
お
よ
び
二
つ
の
領
土
に
お
い
て
Ｒ
Ｐ
Ｓ

が
採
用
さ
れ
て
お
り）（（（
（

、
九
つ
の
州
お
よ
び
二
つ
の
領
土
に
お
い
て
非
義
務
的
な
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
目
標
（renew

able portfolio 

goals

）
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る）（（（
（

。
そ
の
中
で
も
、
最
も
堅
固
な
Ｒ
Ｐ
Ｓ
が
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州）（（（
（

、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
、
コ

ロ
ラ
ド
州
お
よ
び
ハ
ワ
イ
州
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
は
二
〇
二
〇
年
ま
で
に
三
三
％
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
電
気
を
要
求
し
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
は
二
〇
一
五
年
ま
で
に
二
九
％
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
を
要
求
し
、
コ
ロ
ラ
ド
州

は
投
資
家
所
有
電
気
事
業
者
に
対
し
て
二
〇
二
〇
年
ま
で
に
三
〇
％
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
を
要
求
し
、
ハ
ワ
イ
州
は
二
〇

三
〇
年
ま
で
に
四
〇
％
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
を
要
求
し
て
い
る）（（（
（

。
さ
ら
に
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
は
「
二
〇
三
〇
年
に

総
小
売
電
力
量
の
五
〇
％
」、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
は
「
二
〇
三
〇
年
に
最
終
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
の
四
〇
％
」、
ハ
ワ
イ
州
は
「
二
〇
四
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五
年
に
一
〇
〇
％
」
を
掲
げ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。

　

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
い
て
は
二
〇
〇
二
年
に
Ｒ
Ｐ
Ｓ
が
採
用
さ
れ
（Senate Bill 1078

）、
二
〇
〇
六
年
に
そ
れ
が
強
化
さ
れ

（Senate Bill 107

）、
二
〇
一
〇
年
ま
で
に
電
力
小
売
り
の
二
〇
％
を
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
こ
と
を
求
め
た）（（（
（

。
二
〇
一
一

年
四
月
、
新
た
な
Ｒ
Ｐ
Ｓ
が
採
用
さ
れ
（Senate Bill X

1-2

）、
州
内
の
す
べ
て
の
電
力
小
売
事
業
者
（
公
営
電
気
事
業
者
（publicly 

ow
ned utilities

（PO
U

s

））、
投
資
家
所
有
電
気
事
業
者
（investor-ow

ned utilities

）、
電
気
役
務
提
供
者
（electricity service 

providers

）、
お
よ
び
地
域
選
択
集
合
体
（com

m
unity choice aggregators

）
を
含
む
）
は
、
新
Ｒ
Ｐ
Ｓ
目
標
値
（
二
〇
一
三
年
末
ま

で
に
電
力
小
売
り
の
う
ち
二
〇
％
を
、
二
〇
一
六
年
末
ま
で
に
二
五
％
を
、
二
〇
二
〇
年
末
ま
で
に
三
三
％
を
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る

こ
と
と
す
る
）
を
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た）（（（
（

。
二
〇
一
五
年
一
〇
月
に
は
、
二
〇
三
〇
年
ま
で
に
電
力
の
五
〇
％
を
適

格
性
の
あ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
こ
と
を
電
力
小
売
事
業
者
お
よ
び
公
営
電
気
事
業
者
に
要
求
す
る
新
た
な
Ｒ
Ｐ
Ｓ
が
採

用
さ
れ
た
（Senate Bill 350

）
（（（
（

）。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
Ｒ
Ｐ
Ｓ
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
中
で
最
も
野
心
的
な
基
準
の
一
つ
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
公
益
事
業
委
員
会
（California Public U

tilities Com
m

ission

）
お
よ
び
同
州
エ
ネ
ル

ギ
ー
委
員
会
（California Energy Com

m
ission

）
が
共
同
し
て
当
該
制
度
を
実
施
し
て
い
る）（（（
（

。

　

Ｒ
Ｐ
Ｓ
の
実
績
に
つ
い
て
、
二
〇
一
五
年
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
三
大
投
資
家
所
有
電
気
事
業
者
で
併
せ
て
小
売
電
力
の
う

ち
二
七
・
六
％
を
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
賄
っ
た
と
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。
ま
た
、
同
年
に
お
け
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
調
達
率

（Renew
able Procurem

ent Status Percentage

）
は
、
三
大
投
資
家
所
有
電
気
事
業
者
の
う
ち
、Pacific Gas &

 Electric

（
Ｐ

Ｇ
＆
Ｅ
）
社
は
二
九
・
五
％
、Southern California Edison

（
Ｓ
Ｃ
Ｅ
）
社
は
二
四
・
三
％
、San D

iego Gas &
 Electric

（
Ｓ

Ｄ
Ｇ
＆
Ｅ
）
社
は
三
五
．
二
％
と
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。

　
（
２
）
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
（
再
生
可
能
市
場
調
整
制
度
（Renew

able M
arket A

djusting T
ariff

））

　

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
Ｒ
Ｐ
Ｓ
と
併
存
す
る
Ｆ
Ｉ
Ｔ
は
、
同
州
の
公
益
事
業
者
法
三
九
九
・
二
〇
条）（（（
（

に
よ
り
認
め
ら
れ
た
も
の
で
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あ
る）（（（
（

。
こ
こ
で
の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
は
、
小
規
模
発
電
事
業
者
が
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
内
の
三
大
投
資
家
所
有
電
気
事
業
者
（
Ｐ
Ｇ
＆
Ｅ
社
、

Ｓ
Ｃ
Ｅ
社
お
よ
び
Ｓ
Ｄ
Ｇ
＆
Ｅ
社
）
に
対
し
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
を
伝
送
す
る
標
準
提
供
契
約
（standard offer contract

）

を
締
結
す
る
こ
と
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
卸
売
調
達
プ
ロ
グ
ラ
ム
（w

holesale renew
able energy procurem

ent 

program
）
を
い
う
と
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。
同
州
の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
は
、
二
〇
〇
八
年
二
月
一
四
日
に
同
州
公
益
事
業
委
員
会
が
こ
れ
を
施
行
し
、

出
力
一
・
五
Ｍ
Ｗ
未
満
の
発
電
設
備
か
ら
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
を
四
八
〇
Ｍ
Ｗ
ま
で
購
入
す
る
こ
と
を
認
め
た
こ
と
に
始

ま
る）（（（
（

。
“Californiaʼs RPS Feed-in T

ariff (FIT
) Program

”と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
け
る
Ｆ
Ｉ

Ｔ
は
Ｒ
Ｐ
Ｓ
と
連
関
し
て
い
る
（
後
述
）。
す
な
わ
ち
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
け
る
野
心
的
な
Ｒ
Ｐ
Ｓ
の
下
で
、
電
気
事
業
者

は
、
電
気
の
供
給
量
の
う
ち
増
加
的
な
一
定
割
合
を
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
源
か
ら
供
給
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
、

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業
の
成
長
を
後
押
し
す
る
た
め
に
、
同
州
公
益
事
業
委
員
会
は
、
二
〇
〇
八
年
に
市
場
価
格
指
示

（m
arket price referent

）（
以
下
「
Ｍ
Ｐ
Ｒ
」
と
い
う
）
と
呼
ば
れ
る
価
格
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
創
設
し
た）（（（
（

。
Ｍ
Ｐ
Ｒ
は
、
電
気
事
業
者

が
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
業
に
支
払
う
価
格
を
五
〇
〇
Ｍ
Ｗ
の
複
合
サ
イ
ク
ル
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
に
係
る
発
電
費
用
に
関
連
さ
せ
る

も
の
で
あ
っ
た）（（（
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
天
然
ガ
ス
価
格
の
下
落
の
結
果
と
し
て
、
Ｍ
Ｐ
Ｒ
は
太
陽
光
発
電
設
備
の
建
設
に
十
分
な
イ
ン

セ
ン
テ
ィ
ブ
を
提
供
す
る
も
の
に
は
な
ら
な
か
っ
た）（（（
（

。
そ
こ
で
、
同
委
員
会
は
、
二
〇
一
二
年
五
月
三
一
日
にD

ecision 12-05-

035

を
発
行
し）（（（
（

、
再
生
可
能
市
場
調
整
制
度
（Renew

able M
arket A

djusting T
ariff

）（
以
下
「ReM

A
T

」
と
い
う
）
を
創
設
し
て

価
格
決
定
方
式
を
Ｍ
Ｐ
Ｒ
か
らReM

A
T

に
変
更
す
る
こ
と
と
し
た）（（（
（

。

　

二
〇
一
六
年
七
月
二
一
日
に
更
新
さ
れ
た
情
報
に
よ
る
と）（（（
（

、ReM
A

T

は
、
電
気
事
業
者
が
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
Ｒ
Ｐ
Ｓ
基
準

を
満
た
す
こ
と
を
支
援
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
証
書
を
含
む
当
該
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
す
べ
て
の
環

境
適
合
性
を
有
す
る
も
の
（all green attributes

）
は
、
売
買
に
よ
っ
て
電
気
事
業
者
に
移
転
す
る
。
七
万
五
〇
〇
〇
以
上
の
顧
客

を
有
す
る
す
べ
て
の
投
資
家
所
有
電
気
事
業
者
お
よ
び
公
営
電
気
事
業
者
は
、
そ
の
顧
客
に
対
し
て
、
標
準
的
なReM

A
T

を
提
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供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。ReM

A
T

の
下
で
電
気
事
業
者
に
売
電
す
る
発
電
事
業
者
は
他
州
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
制
度
に
参
加
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。ReM

A
T

の
下
で
の
価
格
は
、
一
般
的
なReM

A
T

（the general ReM
A

T
 program

）
に
つ
い
て
は
州

内
の
累
積
的
出
力
が
七
五
〇
Ｍ
Ｗ
に
相
当
す
る
ま
で
、
バ
イ
オ
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
係
るReM

A
T

に
つ
い
て
は
二
五
〇
Ｍ
Ｗ
に
相
当

す
る
ま
で
、
利
用
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。
前
者
の
七
五
〇
Ｍ
Ｗ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
投
資
家
所
有
電
気
事
業
者
が
責
任
を
負
う

部
分
は
四
九
三
・
六
Ｍ
Ｗ
で
あ
り
、
残
り
の
二
五
六
・
四
Ｍ
Ｗ
は
公
営
電
気
事
業
者
の
間
で
分
担
さ
れ
る
。ReM

A
T

の
下
で
、
発

電
事
業
者
は
、
三
Ｍ
Ｗ
ま
で
の
小
規
模
設
備
に
よ
っ
て
発
電
さ
れ
た
電
力
を
電
気
事
業
者
に
対
し
て
一
〇
年
、
一
五
年
ま
た
は
二
〇

年
の
買
取
期
間
で
売
却
す
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
公
益
事
業
委
員
会
は
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
に
参
加
で
き

る
技
術
を
三
つ
に
分
類
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ベ
ー
ス
ロ
ー
ド
（
バ
イ
オ
エ
ネ
ル
ギ
ー
お
よ
び
地
熱
）、
ピ
ー
ク
時
利
用
可
能
（A

s-

A
vailable Peaking

）（
太
陽
光
）
お
よ
び
非
ピ
ー
ク
時
利
用
可
能
（A

s-A
vailable N

on-Peaking

）（
風
力
お
よ
び
水
力
）
に
分
類
さ

れ
る
。ReM

A
T

の
開
始
価
格
は
、
二
〇
一
一
年
一
一
月
に
行
わ
れ
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
競
売
方
式
（Renew

able A
uction 

M
echanism

）
に
よ
っ
て
投
資
家
所
有
電
気
事
業
者
三
社
が
最
高
額
で
締
結
し
た
契
約
の
加
重
平
均
（w

eighted average

）
に
基
づ

く
も
の
で
あ
る
。
当
該
競
売
の
結
果
に
基
づ
く
開
始
価
格
は
八
九
・
二
三
＄
／
Ｍ
Ｗ
ｈ
で
あ
っ
た
。
二
〇
一
六
年
七
月
現
在
の
価
格

は
、
ベ
ー
ス
ロ
ー
ド
と
非
ピ
ー
ク
時
利
用
可
能
に
つ
い
て
は
、
依
然
と
し
て
八
九
・
二
三
＄
／
Ｍ
Ｗ
ｈ
で
あ
る
が
、
ピ
ー
ク
時
利
用

可
能
に
つ
い
て
は
六
一
・
二
三
＄
／
Ｍ
Ｗ
ｈ
と
さ
れ
て
い
る
。

　

バ
イ
オ
エ
ネ
ル
ギ
ー
（bioenergy

）
に
つ
い
て
は）（（（
（

、
三
Ｍ
Ｗ
未
満
の
小
規
模
バ
イ
オ
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
者
に
係
る
Ｆ
Ｉ
Ｔ
が

存
在
す
る
（SB 1122 of 2012

）（Bioenergy M
arket A

djusting T
ariff (BioM

A
T

)

）。
こ
れ
は
、
前
記
七
五
〇
Ｍ
Ｗ
と
は
別
に
、

累
計
二
五
〇
Ｍ
Ｗ
の
バ
イ
オ
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
業
に
つ
い
てReM

A
T

を
別
途
運
用
す
る
こ
と
を
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
三
大
投
資

家
所
有
電
気
事
業
者
に
義
務
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
当
該
バ
イ
オ
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
業
は
以
下
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

廃
水
処
理
や
都
市
型
有
機
廃
棄
物
の
排
水
路
な
ど
か
ら
生
じ
る
バ
イ
オ
ガ
ス
に
つ
い
て
は
一
一
〇
Ｍ
Ｗ
、
日
常
生
活
お
よ
び
農
業
に
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よ
る
バ
イ
オ
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
つ
い
て
は
九
〇
Ｍ
Ｗ
、
持
続
的
な
森
林
管
理
の
副
産
物
を
利
用
し
た
バ
イ
オ
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
つ
い
て
は

五
〇
Ｍ
Ｗ
と
さ
れ
て
い
る
。BioM

A
T

の
一
環
と
し
て
発
電
さ
れ
た
電
力
は
電
気
事
業
者
の
Ｒ
Ｐ
Ｓ
の
達
成
に
充
て
ら
れ
る
。

　

要
す
る
に
、ReM

A
T

は
主
に
二
つ
の
要
素
か
ら
成
り
立
つ
と
い
う）（（（
（

。
第
一
に
、ReM

A
T

は
、
同
州
公
益
事
業
委
員
会
の
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
競
売
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
要
請
に
従
っ
て
投
資
家
所
有
電
気
事
業
者
三
社
に
よ
っ
て
締
結
さ
れ
た
最
高
価
格
に
よ
る
電

力
購
入
契
約
の
加
重
平
均
に
基
づ
く
開
始
価
格
（starting price

）
に
依
拠
す
る
。
第
二
に
、
新
し
い
価
格
は
、
市
場
対
応

（m
arket response

）
に
基
づ
き
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
者
に
対
し
て
二
カ
月
お
き
に
支
払
わ
れ
る
価
格
を
増
額
ま
た
は

減
額
す
る
こ
と
を
電
気
事
業
者
に
要
求
す
る
価
格
調
整
メ
カ
ニ
ズ
ム
（price adjustm

ent m
echanism

）
も
含
む
も
の
で
あ
る
。
同

州
公
益
事
業
委
員
会
に
よ
る
と
、
こ
の
新
し
い
市
場
を
利
用
し
た
価
格
決
定
方
法
は
、
利
用
者
に
と
っ
て
潜
在
的
に
よ
り
安
価
な
費

用
と
な
る
市
場
条
件
の
変
化
の
便
益
を
実
現
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
新
し
い
方
式
は
、
発
電
事
業
者
が

入
札
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
市
場
価
格
を
決
定
す
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
理
論
的
に
は
価
格
が
過
度
に
高
額
に
も
低
額
に
も

な
ら
な
い
よ
う
に
確
保
し
、
発
電
事
業
者
の
費
用
を
カ
バ
ー
す
る
の
に
合
理
的
で
あ
り
、
市
場
へ
の
幅
広
い
参
加
を
奨
励
す
る
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
他
の
州
と
同
様
に
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
が
独
自
の
制
度
を
構
築
し
て
い
る
の
は
、
後
述
の
と
お
り
、
連
邦
法
と

の
関
係
性
を
考
慮
し
て
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

＊　

二
〇
一
七
年
四
月
五
日
投
稿
。

（
1
）　

拙
稿
「
米
国
に
お
け
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
制
の
下
で
の
Ｒ
Ｐ
Ｓ
と
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
関
係
性
に
関
す
る
考
察
─
─
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

州
の
制
度
を
素
材
と
し
て
」
法
時
八
七
巻
一
〇
号
五
二
頁
（
二
〇
一
五
年
）。
本
稿
は
、
連
邦
法
や
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
以
外
の
州
の
制

度
を
考
察
す
る
な
ど
し
て
こ
の
論
文
に
お
け
る
研
究
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
当
該
論
文
に
依
拠
し
つ
つ
こ
れ
に
大
幅
な
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修
正
・
加
筆
を
行
っ
た
が
、
記
述
に
一
部
重
複
が
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

（
2
）　See Felix M

orm
ann, Clean E

nergy Federalism
, （7 F

LA. L. R
EV. 1（21 (2015).
（
3
）　

な
お
、
わ
が
国
は
こ
の
第
二
約
期
間
に
は
参
加
し
て
い
な
い
。

（
（
）　

日
本
経
済
新
聞
二
〇
一
六
年
一
一
月
五
日
三
面
。
パ
リ
協
定
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
環
境
省
「
パ
リ
協
定
の
概
要
（
仮
訳
）」

<http://w
w

w
.env.go.jp/earth/ondanka/cop21_paris/paris_conv-a.pdf>

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
七
年
四
月
三
日
）
の
他
、

論
稿
と
し
て
、
髙
村
ゆ
か
り
「
パ
リ
協
定
で
何
が
決
ま
っ
た
の
か
─
─
パ
リ
協
定
の
評
価
と
イ
ン
パ
ク
ト
」
法
教
四
二
八
号
四
四
頁
（
二

〇
一
六
年
）
等
参
照
。

（
5
）　

も
っ
と
も
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
下
で
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
パ
リ
協
定
を
離
脱
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
も
取
り
沙
汰

さ
れ
た
が
（
本
稿
投
稿
後
に
ト
ラ
ン
プ
米
大
統
領
は
パ
リ
協
定
か
ら
の
離
脱
を
表
明
し
た
（
日
本
経
済
新
聞
二
〇
一
七
年
六
月
三
日
朝
刊

一
面
））、
そ
れ
を
措
い
て
も
、
今
後
の
同
国
の
環
境
政
策
は
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
制
に
つ
い

て
も
何
ら
か
の
変
更
が
発
生
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
今
後
の
動
向
を
注
視
す
べ
き
で
は
あ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
発
足
間
も
な
い
ト
ラ

ン
プ
政
権
下
で
の
同
国
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
制
に
つ
い
て
は
考
察
対
象
と
し
な
い
。

（
（
）　

一
般
財
団
法
人
高
度
情
報
科
学
技
術
機
構
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
「
ア
メ
リ
カ
の
電
気
事
業
お
よ
び
原
子
力
産
業
」<http://w

w
w

.rist.
or.jp/atom

ica/data/dat_detail.php?T
itle_N

o=1（-0（-01-0（>

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
七
年
四
月
三
日
）。

（
7
）　

経
済
産
業
省
編
『
エ
ネ
ル
ギ
ー
白
書
二
〇
一
六
』（
経
済
産
業
調
査
会
、
二
〇
一
六
年
）
一
八
六
頁
。

（
8
）　

総
合
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
調
査
会
長
期
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
見
通
し
小
委
員
会
（
第
八
回
会
合
）
資
料
三
「
長
期
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
見
通

し
骨
子（
案
）」<http://w

w
w

.enecho.m
eti.go.jp/com

m
ittee/council/basic_policy_subcom

m
ittee/m

itoshi/008/pdf/008_07.
pdf>

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
七
年
四
月
三
日
）。

（
9
）　

経
済
産
業
省
「
長
期
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
見
通
し
」（
二
〇
一
五
年
七
月
）
七
頁<http://w

w
w

.enecho.m
eti.go.jp/com

m
ittee/

council/basic_policy_subcom
m

ittee/m
itoshi/pdf/report_01.pdf>

お
よ
び
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導

入
促
進
に
係
る
制
度
改
革
に
つ
い
て
」（
二
〇
一
六
年
六
月
）
三
頁<http://w

w
w

.hkd.m
eti.go.jp/hokne/201（0（13/

saiseienergy.pdf>

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
七
年
四
月
三
日
）。

（
10
）　

電
気
事
業
者
は
一
般
的
に
は
「
電
力
会
社
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
本
稿
で
は
、
法
律
上
の
用
語
に
従
い
、「
電
気
事
業
者
」
と
の
用
語
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を
用
い
る
。

（
11
）　

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
電
気
の
利
用
義
務
の
履
行
方
法
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
方
法
を
選
択
で
き
る
と
さ
れ
た
。
大
塚
直
『
環
境
法

〈
第
三
版
〉』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
〇
年
）
一
六
七
頁
参
照
。

（
12
）　

筆
者
は
固
定
価
格
買
取
制
度
に
つ
い
て
過
去
に
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
。
拙
稿
「
地
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
促
進
に
係
る
法
的
課
題

─
温
泉
資
源
の
保
護
と
の
調
整
的
視
点
に
基
づ
く
考
察
」
地
熱
技
術
三
八
巻
三
号
二
三
頁
（
二
〇
一
三
年
）、
同
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
固
定
価
格
買
取
制
度
に
関
す
る
最
近
の
動
向
」
環
境
管
理
五
〇
巻
八
号
五
六
頁
（
二
〇
一
四
年
）
等
参
照
。

（
13
）　

大
塚
直
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
二
大
ア
プ
ロ
ー
チ
と
国
内
法
」
法
時
八
四
巻
一
〇
号
四
六
頁
（
二
〇
一
二
年
）。

（
1（
）　Pub. L. N

o. （（-280, （1 Stat. 10（3 (codified as am
ended 1（ U

.S.C. §§ 791-828c (2012)).

（
15
）　Fred Bosselm

an, Joel B. Eisen, Jim
 Rossi et al., E

N
ERGY, E

CO
N
O
M
ICS A

N
D T

H
E E

N
V
IRO
N
M
EN
T C

A
SES A

N
D M

A
T
ERIA

LS 
(Foundation Press, 3

rd ed., 2010), at 10.

（
1（
）　Id.

（
17
）　Craig M

. K
line, Solar, in T

H
E L

A
W O

F C
LEA

N E
N
ERGY E

FFICIEN
CY A

N
D R

EN
EW
A
BLES (M

ichael B. Gerrard ed., 2011) 
(

“L A
W O

F C
LEA

N E
N
ERGY

”), at （01.

（
18
）　Id.

（
19
）　Id.

（
20
）　Joseph P. T

om
ain and Richard D

. Cudahy, E
N
ERGY L

A
W (2

nd ed., 2011), at 1（0.

（
21
）　Id. at 1（3.

（
22
）　Id. 

（
23
）　1（ U

.S.C. § 82（d(a).

（
2（
）　Bosselm

an, Eisen, Rossi et al., supra note 15, at （83.

（
25
）　FERC v. Electric Pow

er Supply A
ssʼn, et al., 13（ S. Ct. 7（0 (201（).

（
2（
）　FERC, D

em
and R

esponse Com
pensation in O

rganized W
holesale E

nergy M
arkets, O

rder N
o. 7（5, 7（ Fed. Reg. 

1（（58 (codified at 18 C.F.R. § 35.28(g)(1)(v)). 
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（
27
）　13（ S. Ct. at 7（0.

（
28
）　

本
段
落
に
つ
き
、13（ S. Ct. at 7（（-（7.

（
29
）　K

eatan W
illiam

s, Federal E
nergy R

egulatory Com
m

ission v. E
lectric Pow

er Supply A
ssociation, 136 S. Ct. 760 

(2016), 0 P
U
B. L

A
N
D &

 R
ESO

U
RCES L. R

EV. 1 (2015-201（), available at http://scholarship.law
.um

t.edu/cgi/view
content.

cgi?article=1（7（&
context=plrlr (last visited on A

pr. 3, 2017). 

（
30
）　13（ S. Ct. at 7（3, 772 (quoting Electric Pow

er Supply A
ssʼn v. FERC, 753 F.3d 21（ (D

.C. Cir. 201（)).

（
31
）　1（ U

.S.C. §§ 82（(b), 82（d(a), 82（e(a).

（
32
）　1（ U

.S.C. § 82（(b).

（
33
）　

本
段
落
に
つ
き
、13（ S. Ct. at 7（2-（3.

（
3（
）　18 C.F.R. § 35.28(g)(1).

（
35
）　

本
段
落
に
つ
き
、13（ S. Ct. at 7（3.

（
3（
）　

本
段
落
に
つ
き
、Id. at 773.

（
37
）　

本
段
落
に
つ
き
、Id. at 77（.

（
38
）　

本
段
落
に
つ
き
、Id. at 775-7（.

（
39
）　

本
段
落
に
つ
き
、Id. at 780.

（
（0
）　

本
段
落
に
つ
き
、Id. at 781-82.

（
（1
）　

本
段
落
に
つ
き
、Id. at 782.

（
（2
）　

本
段
落
に
つ
き
、Id. at 78（.

（
（3
）　

本
段
落
に
つ
き
、Id. at 78（.

（
（（
）　

本
段
落
に
つ
き
、Id. at 785-8（.

（
（5
）　Id. at 789.

（
（（
）　See M

atthew
 R. Christiansen, FE

R
C v. E

PSA
: Functionalism

 and the E
lectricity Industry of the Future, （8 

S
T
A
N. L. R

EV. O
N
LIN
E 100, at 101 (201（).
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（
（7
）　Id. at 103.

（
（8
）　Id.

（
（9
）　1（ U

.S.C. § 82（(b)(1). See 13（ S. Ct. at 7（7.
（
50
）　Id. § 82（d(a).

（
51
）　M

ichael D
otten and Zachary K

earns, FE
R

C at the Suprem
e Court: D

raw
ing the Line Betw

een Federal and 
State Jurisdiction O

ver E
lectric Pow

er M
arkets, available at http://w

w
w

.m
artenlaw

.com
/new

sletter/201（0323-ferc-
jurisdiction-electric-pow

er-m
arkets (last visited on A

pr. 3, 2017). 

（
52
）　Christiansen, supra note （（, at 101.

（
53
）　See M

iss. Pow
er &

 Light Co. v. M
ississippi ex rel. M

oore, （87 U
.S. 35（, 37（ (1988); Christiansen, supra note （（, 

at 101.

（
5（
）　Christiansen, supra note （（, at 101; Robert R. N

ordhaus, T
he H

azy 

“Bright Line

”: D
efining Federal and State 

R
egulation of T

odayʼs E
lectric G

rid, 3（ E
N
ERGY L.J. 203, at 207 (2015).

（
55
）　13（ S. Ct. at 781.

（
5（
）　753 F.3d at 225.

（
57
）　Christiansen, supra note （（, at 105.

（
58
）　Id. at 10（.

（
59
）　Id. at 102. See also Giovanni S. Saarm

an González, E
volving Jurisdiction U

nder the Federal Pow
er A

ct: 
Prom

oting Clean E
nergy Policy, （3 U

CLA
 L. R

EV. 1（22, at 1（（0 (201（).

（
（0
）　González, supra note 59, at 1（（0.

（
（1
）　Joel B. Eisen, FE

R
Cʼs E

xpansive A
uthority to T

ransform
 the E

lectric G
rid, （9 U

.C. D
A
V
IS L. R

EV. 1783 (201（).

（
（2
）　W

illiam
s, supra note 29, at （. 

（
（3
）　Sharon B. Jacobs, E

nergy D
eference, （0 H

A
RV. E

N
V
T
L. L. R

EV. F
O
RU
M. （9, at 50 (201（). 

こ
の
論
稿
は
、
恣
意
性
の
論
点

に
つ
い
て
、
行
政
法
の
観
点
か
ら
論
じ
て
い
る
。
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（
（（
）　Id. at 57.

（
（5
）　FERC, W

hat is a Q
ualifying Facility?, available at https://w

w
w

.ferc.gov/industries/electric/gen-info/qual-fac/
w

hat-is.asp (last visited on A
pr. 3, 2017).

（
（（
）　See Bradley M

otl, R
econciling G

erm
an-Style Feed-in T

arrifs w
ith PU

R
PA

, 28 W
IS. I N

T
ʼL L.J. 7（2, at 7（5 (2011).

（
（7
）　Jim

 Rossi, Clean E
nergy and T

he Price Preem
ption Ceiling, 3 S

A
N D

IEGO J. C
LIM
A
T
E &

 E
N
ERGY L. 2（3, at 25（ 

(2011-2012).

（
（8
）　

な
お
、
後
述
す
る
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
い
て
は
、
適
格
設
備
で
は
な
く
と
も
、
投
資
家
所
有
電
気
事
業
者
は
そ
の
他
の
市
場

（
例
え
ば
、
同
州
熱
電
併
給
（com

bined heat and pow
er

）
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
資
源
適
正
要
求
（resource adequacy 

requirem
ents

）
な
ど
）
を
通
じ
て
、
競
争
力
の
あ
る
卸
売
電
力
を
調
達
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。Rachael M

acD
onald and Jason 

H
arville, California and Public U

tility R
egulatory Policies A

ct (a m
eeting m

aterial), at 7 (Sep. 8, 201（).

（
（9
）　1（ U

.S.C. § 82（a-3(a).

（
70
）　1（ U

.S.C. § 82（a-3(b).

（
71
）　Id.

（
72
）　18 C.F.R. § 292.30（. 

佐
藤
佳
邦
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
力
普
及
策
と
送
電
線
中
立
化
策
：
米
国
の
電
力
買
取
制
度
を
め
ぐ
る

議
論
」
電
力
中
央
研
究
所
報
告
（
調
査
報
告
：
Ｙ
１
２
０
２
７
）
六
頁
注
17
（
二
〇
一
三
年
）
参
照
。

（
73
）　1（ U

.S.C. § 79（(17) (E).

（
7（
）　FERC, supra note （5.

（
75
）　Id. 

（
7（
）　M
acD

onald and H
arville, supra note （8, at 2.

（
77
）　Sam

 D
. Bolstad, Y

our Local Solar Panel Store: D
eveloping State Law

s to E
ncourage T

hird-Party Pow
er 

Purchase A
greem

ents and D
istributed G

eneration, 99 M
IN
N. L. R

EV. 705, at 73（ (201（).

（
78
）　

佐
藤
・
前
掲
注
（
72
）
六
頁
（
二
〇
一
三
年
）。

（
79
）　M

otl, supra note （（, at 7（（.
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（
80
）　Id. at 7（0.

（
81
）　See Id. at 7（（-（5.

（
82
）　Rachael and H

arville, supra note （8, at 3.
（
83
）　Id.

（
8（
）　M

otl, supra note （（, at 7（（, 7（7.

（
85
）　U

.S. D
epertm

ent of Energy O
ffice of Electricity D

elivery &
 Energy Reliability, P

U
B

L
IC

 U
T

IL
IT

Y
 

R
E

G
U

LA
T

O
R

Y
 PO

LICIE
S A

CT
 O

F 1978 (PU
R

PA
), available at https://energy.gov/oe/services/electricity-

policy-coordination-and-im
plem

entation/other-regulatory-efforts/public (last visited on A
pr. 3, 2017).

（
8（
）　Id.

（
87
）　Id.

（
88
）　

中
川
か
お
り
「
米
国
に
お
け
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
制
─
─
連
邦
法
を
中
心
に
─
─
」
外
国
の
立
法
二
二
五
号
二
三
頁
（
二
〇

〇
五
年
）。
同
法
に
関
す
る
和
文
文
献
と
し
て
、
加
藤
峰
夫
「
ア
メ
リ
カ
の
地
球
温
暖
化
対
策
法
制
度
─
─T

H
E U

.S. EN
ERGY

 
PO

LICY
 A

CT
, 1992

（
一
九
九
二
年
米
国
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
法
）
を
中
心
と
し
て
─
─
」
エ
コ
ノ
ミ
ア
四
六
巻
一
号
四
三
頁
（
一
九
九

五
年
）
参
照
。

（
89
）　Pub. L. N

o. 109-58, 119 Stat. 59（ (A
ug. 8, 2005).

（
90
）　

小
笠
原
潤
一
「
米
国
二
〇
〇
五
年
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
法
の
電
力
分
野
で
の
適
用
状
況
」
エ
ネ
ル
ギ
ー
経
済
三
二
巻
三
号
一
頁
（
二
〇

〇
六
年
）<http://eneken.ieej.or.jp/data/pdf/1277.pdf>

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
七
年
四
月
三
日
）。
同
法
に
つ
い
て
こ
の
他
に
、

飯
沼
芳
樹
・
小
田
晴
夫
・
森
永
茂
彦
「
二
〇
〇
五
年
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
法
成
立
後
の
電
気
事
業
者
の
評
価
に
つ
い
て
（
米
国
）
─
─

ウ
ォ
ー
ル
ス
ト
リ
ー
ト
格
付
け
機
関
を
訪
問
し
て
」
海
外
電
力
四
八
巻
一
号
七
六
頁
（
二
〇
〇
六
年
）、
松
山
貴
代
子
「
二
〇
〇
五
年
エ

ネ
ル
ギ
ー
政
策
法
に
対
す
る
各
界
の
反
応
（
米
国
）」
Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
海
外
レ
ポ
ー
ト
九
六
二
号
五
二
頁
（
二
〇
〇
五
年
）<http://w

w
w

.
nedo.go.jp/content/10010（（05.pdf>

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
七
年
四
月
三
日
）、
杉
野
綾
子
「
米
国
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
動
向
と

国
際
エ
ネ
ル
ギ
ー
市
場
へ
の
影
響
に
関
す
る
調
査
」<http://eneken.ieej.or.jp/data/pdf/11（1.pdf>

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
七

年
四
月
三
日
）
参
照
。
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（
91
）　

ネ
ッ
ト
・
メ
ー
タ
リ
ン
グ
（net m

etering

）
と
は
、「
発
電
施
設
を
有
す
る
消
費
者
が
電
力
会
社
に
余
剰
電
力
を
供
給
す
る
場
合

に
は
、
供
給
し
た
分
だ
け
電
気
メ
ー
タ
を
戻
す
こ
と
を
認
め
る
も
の
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
中
川
・
前
掲
注
（
88
）
三
三
頁
な
い
し
三

四
頁
。

（
92
）　Bosselm

an, Eisen, Rossi et al., supra note 15, at 11.

（
93
）　
「Energy Policy A

ct of 2005 

の
構
成
と
内
容
」（
一
般
財
団
法
人
日
本
エ
ネ
ル
ギ
ー
経
済
研
究
所
）<http://eneken.ieej.

or.jp/data/pdf/1150.pdf>

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
七
年
四
月
三
日
）
参
照
。

（
9（
）　PU

RPA
 Section 210(m

); 1（ U
.S.C. § 82（a–3(m

). 

佐
藤
・
前
掲
注
（
72
）
一
六
頁
（
二
〇
一
三
年
）、Peter Richardson 

and K
en K

aufm
ann, U

tilizing PU
R

PA
 in T

odayʼs D
eregulated W

holesale M
arket (2012), at 33-3（, available at 

http://lklaw
.com

/w
ordpress_dev2/w

p-content/uploads/2012/08/5June2012-U
tilizing-PU

R
PA

-in-todays-
D

eregulated-W
holesale-M

arket.pdf (last visited on A
pr. 3, 2017). 

（
95
）　Rachael and H

arville, supra note （8, at 5.

（
9（
）　

中
川
・
前
掲
注
（
88
）
二
三
頁
な
い
し
二
四
頁
参
照
。

（
97
）　Joshua P. Fershee, R

enew
ables M

andates and G
oals, in L

A
W O

F C
LEA

N E
N
ERGY (supra note 17), at 83-8（. 

（
98
）　Francesca F. Bochner, W

ater, W
ind, and Fire: A

 Call for A
 Federal R

enew
able Portfolio Standard, 25 D

U
K
E 

E
N
V
T
L. L. &

 P
O
LʼY F. 201, at 225 (201（). 

な
お
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
オ
バ
マ
前
大
統
領
は
そ
の
就
任
前
に
連
邦
レ
ベ
ル
の
Ｒ
Ｐ
Ｓ
の

創
設
を
約
束
し
た
が
、
二
〇
一
三
年
の
気
候
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
（Clim

ate A
ction Plan

）
に
お
い
て
は
こ
れ
に
は
言
及
が
な
さ
れ

な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。Id. at 203.

（
99
）　Fershee, supra note 97, at 83. 

井
上
寛
「
米
国
に
お
け
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
と
そ
の
課
題
～
再
エ
ネ
開
発
の
取
り

組
み
は
州
に
よ
っ
て
温
度
差
～
」
海
外
電
力
五
七
巻
三
号
三
三
頁
（
二
〇
一
五
年
）。

（
100
）　

宮
田
智
之
「
米
国
に
お
け
る
州
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
制
─
─
Ｒ
Ｐ
Ｓ
を
中
心
に
─
─
」
外
国
の
立
法
二
二
五
号
三
八
頁
（
二

〇
〇
五
年
）。

（
101
）　

井
上
・
前
掲
注
（
99
）
三
一
頁
。

（
102
）　

州
レ
ベ
ル
の
Ｒ
Ｐ
Ｓ
（
ア
イ
オ
ワ
州
、
ハ
ワ
イ
州
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
お
よ
び
コ
ロ
ラ
ド
州
）
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
く
は
、
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Bochner, supra note 98, at 211-15.

（
103
）　

佐
藤
佳
邦
「
米
国
各
州
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
力
買
取
制
度
（
Ｆ
Ｉ
Ｔ
）
─
─
買
取
価
格
の
決
め
方
と
費
用
回
収
規
定
─
─
」

電
力
中
央
研
究
所
報
告
（
調
査
報
告
：
Ｙ
１
１
０
０
１
）
四
頁
（
二
〇
一
一
年
）
参
照
。

（
10（
）　

中
川
・
前
掲
注
（
88
）
二
二
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
グ
リ
ー
ン
電
力
市
場
の
動
向
に
つ
い
て
は
、「
米

国
に
お
け
る
グ
リ
ー
ン
電
力
市
場
の
現
状
」
海
外
電
力
五
八
巻
二
号
八
一
頁
（
二
〇
一
六
年
）
参
照
。
二
〇
〇
五
年
現
在
に
お
け
る
連
邦

政
府
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
支
援
策
に
つ
い
て
は
、
櫻
井
斉
「
米
国
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
促
進
政
策
の
動
向
─
─
促
進
政
策

の
発
展
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
Ｒ
Ｐ
Ｓ
制
度
」
海
外
電
力
四
七
巻
八
号
七
頁
（
二
〇
〇
五
年
）
以
下
参
照
。

（
105
）　

中
川
・
前
掲
注
（
88
）
二
四
頁
以
下
参
照
。
ま
た
、
近
時
の
論
稿
に
よ
る
と
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
支
援
制
度
と
し
て
、
以
下

の
よ
う
な
分
類
が
な
さ
れ
て
い
る
。
①
投
資
に
焦
点
を
当
て
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
（investm

ent-focused m
echanism

s

）（
補
助
金

（investm
ent subsidies

）、
税
額
控
除
（tax incentives

）、
貸
付
（loan

）、
入
札
制
度
（investm

ent tender m
echanism

））
お

よ
び
②
発
電
に
焦
点
を
当
て
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
（production-focused m

echanism
s

）（
Ｆ
Ｉ
Ｔ
（feed-in tariffs

）、
ネ
ッ
ト
・
メ
ー

タ
リ
ン
グ
（net m

etering
）、
発
電
入
札
メ
カ
ニ
ズ
ム
（production tender m

echanism

）、
割
当
義
務
（quota obligations

））

で
あ
る
。See T

em
itope T

unbi O
nifade, G

lobal Clues for Choosing Suitable Support System
s for R

enew
able E

nergy 
in the Pow

er Sector, （ R
EN
EW
A
BLE E

N
ERGY L. &

 P
O
LʼY R

EV 25, at 29-3（ (2015).

（
10（
）　

本
節
第
１
款
お
よ
び
第
２
款
の
記
述
は
以
下
に
拠
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
エ
ネ
ル
ギ
ー
情
報
局
（U

.S. Energy Inform
ation 

A
dm

inistration (

“U.S. EIA

”)）, A
nnual E

nergy O
utlook 2016 w

ith projections to 2040 (A
ugust 201（), at LR-7-9, 

available at http://w
w

w
.eia.gov/outlooks/aeo/pdf/0383(201（).pdf (last visited on A

pr. 3, 2017). 

ま
た
、
同
局
に
よ
る
と
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
普
及
を
促
進
す
る
制
度
と
し
て
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
の
他
に
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電

設
備
の
購
入
に
係
る
リ
ベ
ー
ト
（rebates

）、
Ｒ
Ｐ
Ｓ
、
ネ
ッ
ト
・
メ
ー
タ
リ
ン
グ
お
よ
び
税
額
控
除
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。U

.S. EIA
, 

Feed-in tariff: A
 policy tool encouraging deploym

ent of renew
able electricity technologies, available at http://w

w
w

.
eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=11（71# (last visited on A

pr. 3, 2017). 

ま
た
、
気
候
変
動
問
題
に
対
応
す
る
た
め
に
電

力
供
給
を
多
様
化
す
る
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ
（
Ｒ
Ｐ
Ｓ
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
、
税
額
控
除
等
そ
の
他
の
財
政
的
支
援
等
）
に
つ
い
て
、
以
下
も
参
考
に

な
る
。See Jim

 Rossi and T
hom

as H
utton, E

lectricity Background and T
rends, in G

LO
BA
L C

LIM
A
T
E C

H
A
N
GE A

N
D U

.S. 
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L
A
W (M

ichael B. Gerrard and Jody Freem
an eds., 2

nd ed., 201（), at （35-（2. 
（
107
）　

本
段
落
に
つ
き
、U

.S. EIA
, supra note 10（, at LR-7. 

よ
り
詳
し
く
は
、see Id. at LR-8 (T

able LR 3-1).
（
108
）　Pub. L. N

o. 102-（8（, 10（ Stat. 277（ (O
ct. 2（, 1992).

（
109
）　

税
額
控
除
以
外
の
同
法
に
基
づ
く
刺
激
策
と
し
て
、
ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
活
動
の
支
援
の
た
め
に
九
〇
〇
億
ド
ル
を
提
供
し
、
そ

の
う
ち
二
五
〇
億
ド
ル
を
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
に
提
供
す
る
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。A

dam
 W

ilson, T
he Future 

Looks Bright, O
r D

oes It? A
n A

nalysis of Solar E
nergy Law

 and Policy in T
he U

nited States, 22 J. E
N
V
T
L. &

 
S
U
ST
A
IN
A
BILIT

Y L. 333, at 3（2 (201（); Joseph E. A
ldy, A

 P
relim

inary R
eview

 of the A
m

erican R
ecovery and 

R
einvestm

ent A
ctʼs Clean E

nergy Package (H
K

S Faculty Research W
orking Paper Series RW

P11-0（8, John F. 
K

ennedy School of Gov., H
arvard U

., 2011), at 10, available at https://dash.harvard.edu/handle/1/5（88917 (last 
visited on A

pr. 3, 2017). 
ま
た
、
オ
バ
マ
政
権
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
西
部
に
お
け
る
二
八
万
五
〇
〇
〇
エ
ー
カ
ー

の
連
邦
政
府
が
所
有
す
る
土
地
上
の
太
陽
光
発
電
事
業
の
開
発
に
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
二
〇
一
二
年
）
も
あ
っ
た

と
さ
れ
る
。W

ilson, supra note 109, at 3（（.

（
110
）　

本
段
落
に
つ
き
、U

.S. EIA
, supra note 10（, at LR-7.

（
111
）　

本
段
落
に
つ
き
、Id.

（
112
）　

本
段
落
に
つ
き
、Id.

（
113
）　

本
段
落
に
つ
き
、Id. at LR-7-8.

（
11（
）　Pub. L. N
o. 9（-1（3, 89 Stat. 871 (D

ec. 22, 1975).

（
115
）　Pub. L. N

o. 110-1（0, 121 Stat. 1（92 (D
ec19, 2007).

（
11（
）　

本
款
に
つ
き
、U

.S. EIA
, supra note 10（, at LR-8-9.

（
117
）　T

oby Couture and K
arlynn Cory, State Clan E

nergy Policies A
nalysis (SCE

PA
) Project: A

n A
nalysis of 

R
enew

able E
nergy Feed-in T

ariffs in the U
nited States (N

A
T
ʼL R

EN
EW
A
BLE E

N
ERGY L

A
B., 2009), at 2, available at http://

w
w

w
.nrel.gov/docs/fy09osti/（5551.pdf (last visited on A

pr. 3, 2017). 
ま
た
、
以
下
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
も
参
照
。N

ational 
Renew

able Energy Laboratory, Feed-In T
ariffs, available at http://w

w
w

.nrel.gov/tech_deploym
ent/state_local_
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governm

ents/basics_tariffs.htm
l (last visited on A

pr. 3, 2017).

（
118
）　

ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
は
義
務
的
で
は
な
く
任
意
的
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
前
記
Ｐ
Ｕ
Ｒ
Ｐ
Ａ
の
回
避
費
用
の
上

限
を
考
慮
し
て
の
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。M

otl, supra note （（, at 759-（0.
（
119
）　Couture and Cory, supra note 117, at 7.

（
120
）　

富
田
直
子
・
水
村
賢
治
「
米
国
に
お
け
る
固
定
価
格
買
取
（
Ｆ
Ｉ
Ｔ
）
制
度
の
動
向
─
連
邦
法
と
の
整
合
性
を
中
心
に
」
海
外
電
力

五
二
巻
九
号
三
七
頁
な
い
し
三
九
頁
（
二
〇
一
〇
年
）。
同
三
八
頁
の
表
も
参
照
。

（
121
）　Couture and Cory, supra note 117, at 7.

（
122
）　Id.

（
123
）　Id. at 2, 15.

（
12（
）　

佐
藤
・
前
掲
注
（
103
）
四
頁
（
二
〇
一
一
年
）。

（
125
）　N

ational Renew
able Energy Laboratory, supra note 117. 

（
12（
）　U

.S. EIA
, Feed-in tariff: A

 policy tool encouraging deploym
ent of renew

able electricity technologies (M
ay 30, 

2013), available at http://w
w

w
.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=11（71 (last visited on A

pr. 3, 2017).

（
127
）　

筆
者
の
現
地
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
に
よ
る
。See an em

ail from
 M

r. D
ean Boyer to H

iroshi K
obayashi as of Septem

ber 
10, 201（ and another em

ail from
 M

s. Casey D
eM

oss to H
iroshi K

obayashi as of Septem
ber 13, 201（. See also 

Louisiana Public Service Com
m

ittee, In re: R
e-study of the feasibility of a renew

able portfolio standard for the State 
of Louisiana (D

ocket N
o. R-28271 SU

BD
O

CK
ET

 B (Corrected))(on file w
ith author), at 3-5. 

（
128
）　U

.S. EIA
, Feed-In T

ariffs and sim
ilar program

s (M
ay 2013), available at https://w

w
w

.eia.gov/electricity/
policies/provider_program

s.cfm
 (last visited on A

pr. 3, 2017).

（
129
）　

こ
れ
ら
の
州
が
任
意
的
な
Ｆ
Ｉ
Ｔ
を
採
用
し
て
い
る
の
は
前
記
の
Ｐ
Ｕ
Ｒ
Ｐ
Ａ
に
よ
る
制
約
を
考
慮
し
て
い
る
か
ら
と
思
わ
れ
る
。

See M
otl, supra note （（, at 7（（-（5.

（
130
）　U

.S. D
epartm

ent of Energy (

“U.S. D
O

E

”), Feed-in-T
ariff, available at https://energy.gov/savings/feed-tariff; 

T
he N

.C. Clean Energy T
echnology Center at N

.C. State U
niversity (D

atabase of State Incentives for Renew
ables 
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&
 Effi

ciency (

“DSIRE

”)), Feed-in-T
ariff, available at http://program

s.dsireusa.org/system
/program

/detail/5（71 (last 
updated on June 8, 2015) (last visited on A

pr. 3, 2017). 

本
款
の
記
述
は
、
原
則
と
し
て
当
該
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
の
記
載
に
拠
っ
た

も
の
で
あ
る
。

（
131
）　

な
お
、
ハ
ワ
イ
州
は
、
例
外
的
に
Ｆ
Ｐ
Ａ
の
下
で
の
Ｆ
Ｅ
Ｒ
Ｃ
の
管
轄
に
服
さ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。Rossi, supra note （7, at 

25（.

（
132
）　U

.S. EIA
, supra note 128.

（
133
）　Id. 

本
段
落
の
記
述
は
、
当
該
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
の
記
載
に
拠
っ
た
。

（
13（
）　35-A

 M
.R.S. § 3（01 et seq.

（
135
）　U

.S. D
O

E
, C

O
M

M
U

N
IT

Y
-B

A
SE

D
 R

E
N

E
W

A
B

L
E

 E
N

E
R

G
Y

 P
R

O
D

U
C

T
IO

N
 IN

C
E

N
T

IV
E

 (P
IL

O
T

 
PR

O
G

R
A

M
), available at https://energy.gov/savings/com

m
unity-based-renew

able-energy-production-incentive-
pilot-program

;  D
SIRE, Com

m
unity-Based R

enew
able E

nergy Production Incentive (Pilot Program
), available at 

http://program
s.dsireusa.org/system

/program
/detail/35（（ (last updated on June 5, 2015) (last visited on A

pr. 3, 
2017). 

本
段
落
の
記
述
は
、
当
該
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
の
記
載
に
拠
っ
た
。
な
お
、
本
稿
投
稿
後
に
当
該
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
は
二
〇
一
七
年
五
月

二
五
日
付
け
で
更
新
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
期
限
は
二
〇
一
五
年
一
二
月
三
一
日
か
ら
二
〇
一
八
年
一
二
月
三

一
日
に
延
長
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
13（
）　U

.S. EIA
, supra note 128. 

本
段
落
の
記
述
は
、
当
該
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
の
記
載
に
拠
っ
た
。
オ
レ
ゴ
ン
州
の
制
度
に
関
す
る
和
文

文
献
と
し
て
、
水
村
賢
治
「
オ
レ
ゴ
ン
州
、
固
定
価
格
買
取
（
Ｆ
Ｉ
Ｔ
）
制
度
の
試
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
始
」
海
外
電
力
五
二
巻
九
号
九

五
頁
（
二
〇
一
〇
年
）
参
照
。

（
137
）　O
r. Rev. Stat. § 757.3（5. 

佐
藤
・
前
掲
注
（
103
）（
二
〇
一
一
年
）
一
四
頁
も
参
照
。

（
138
）　D

SIRE, Solar V
olum

etric Incentive and Paym
ents Program

, available at http://program
s.dsireusa.org/system

/
program

/detail/35（（ (last updated on O
ctober 25, 201（) (last visited on A

pr. 3, 2017). 

本
段
落
の
記
述
は
、
当
該
ウ
ェ
ブ

ペ
ー
ジ
の
記
載
に
拠
っ
た
。

（
139
）　D

SIRE, D
istributed G

eneration Standard C
ontracts, available at http://program

s.dsireusa.org/system
/
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program

/detail/5010 (last updated on M
ay 8, 2015) (last visited on A

pr. 3, 2017).

（
1（0
）　U

.S. D
O

E, R
E

N
E

W
A

B
L

E
 E

N
E

R
G

Y
 G

R
O

W
T

H
 P

R
O

G
R

A
M

, available at https://energy.gov/savings/
renew

able-energy-grow
th-program

; D
SIRE, R

enew
able E

nergy G
row

th Program
, available at http://program

s.
dsireusa.org/system

/program
/detail/5523 (last updated on A

ugust 1, 201（) (last visited on A
pr. 3, 2017). 

本
款
の
記

述
は
、
当
該
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
の
記
載
に
拠
っ
た
。
な
お
、
本
稿
投
稿
後
に
当
該
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
は
二
〇
一
七
年
七
月
一
三
日
付
け
で
更
新

さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
二
〇
一
七
年
六
月
に
制
定
さ
れ
たS.B. 112A

に
よ
っ
て
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
二
〇
二
九
年
末
ま
で
延
長
さ

れ
、
毎
年
の
目
標
に
つ
い
て
も
四
〇
Ｍ
Ｗ
（
二
〇
二
〇
年
か
ら
二
〇
二
九
年
の
間
に
累
計
四
〇
〇
Ｍ
Ｗ
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
調

達
）
に
増
加
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

（
1（1
）　

詳
細
な
表
は
、Id.

（
1（2
）　U

.S. EIA
, supra note 128. 

本
段
落
の
記
述
は
、
当
該
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
の
記
載
に
拠
っ
た
。

（
1（3
）　U

.S. D
O

E, ST
A

N
D

A
R

D
 O

FFE
R

 PR
O

G
R

A
M

, available at https://energy.gov/savings/standard-offer-program
; 

D
SIRE, Standard O

ffer Program
, available at http://program

s.dsireusa.org/system
/program

/detail/5（80 (last 
updated on M

ay 19, 201（) (last visited on A
pr. 3, 2017). 

本
段
落
の
記
述
は
、
当
該
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
の
記
載
に
拠
っ
た
。

（
1（（
）　

そ
の
意
味
で
は
同
州
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
任
意
的
な
制
度
と
評
価
で
き
な
く
も
な
い
が
、
電
気
事
業
者
が
参
加
を
選
択
す
る
場
合
に
は
、

当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
適
用
さ
れ
、
税
額
控
除
を
通
じ
て
契
約
価
格
が
補
償
さ
れ
る
と
い
う
Ｆ
Ｉ
Ｔ
類
似
の
制
度
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

（
1（5
）　U

.S. EIA
, supra note 128. 

本
段
落
の
記
述
は
、
当
該
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
の
記
載
に
拠
っ
た
。

（
1（（
）　M

otl, supra note （（, at 758.

（
1（7
）　U

.S. D
O

E, R
E

N
E

W
A

BLE
 E

N
E

R
G

Y
 CO

ST
 R

E
CO

V
E

R
Y

 IN
CE

N
T

IV
E

 PA
Y

M
E

N
T

, available at https://
energy.gov/savings/renew

able-energy-cost-recovery-incentive-paym
ent; D

SIRE, R
enew

able E
nergy Cost R

ecovery 
Incentive Paym

ent, available at http://program
s.dsireusa.org/system

/program
/detail/5（98 (last updated on M

ay 
19, 201（) (last visited on A

pr. 3, 2017). 

本
段
落
の
記
述
は
、
当
該
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
の
記
載
に
拠
っ
た
。

（
1（8
）　

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
制
度
に
関
す
る
考
察
は
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
1
）
五
二
頁
以
下
に
拠
り
つ
つ
、
こ
れ
に
加
筆
・
修
正
を
行
っ

た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
二
〇
〇
五
年
現
在
に
お
け
る
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
支
援
政
策
に
つ
い
て
は
、
櫻
井
・
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前
掲
注
（
10（
）
一
〇
頁
以
下
参
照
。
ま
た
、
同
州
の
自
家
発
電
奨
励
金
制
度
に
つ
い
て
は
、
青
木
雄
亮
「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
自
家
発

電
奨
励
金
制
度
の
動
向
」
海
外
電
力
五
八
巻
九
号
五
九
頁
（
二
〇
一
六
年
）
参
照
。
こ
れ
に
よ
る
と
、「
太
陽
光
発
電
を
除
き
、
あ
ら
ゆ

る
電
源
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
」
が
、「
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
投
資
額
は
五
〇
〇
万
ド
ル
も
し
く
は
投
資
額
の
六
〇
％
を
上
限
と
し
て

い
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
太
陽
光
発
電
補
助
制
度
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
六
年
に
「California Solar Initiative

が
施
行
さ
れ
」
た
と

さ
れ
て
い
る
。
同
六
〇
頁
お
よ
び
六
一
頁
。
ま
た
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
ネ
ッ
ト
・
メ
ー
タ
リ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、see California 

Public U
tilities C

om
m

ission, N
et E

nergy M
etering (N

E
M

), available at http://w
w

w
.cpuc.ca.gov/G

eneral.
aspx?id=3800 (last visited on A

pr. 3, 2017); D
SIRE, N

et M
etering, available at http://program

s.dsireusa.org/system
/

program
/detail/27（ (last updated on M

ay 12, 201（) (last visited on A
pr. 3, 2017). 

こ
れ
に
よ
る
と
、
そ
の
場
所
に
お
け
る

電
力
需
要
を
満
た
す
た
め
に
太
陽
光
な
ど
一
定
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
（
一
Ｍ
Ｗ
以
下
）
を
導
入
す
る
顧
客
は
、
同
州
の

ネ
ッ
ト
・
メ
ー
タ
リ
ン
グ
の
適
用
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
と
さ
れ
る
。

（
1（9
）　

な
お
、
二
〇
〇
五
年
現
在
に
お
け
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
Ｒ
Ｐ
Ｓ
制
度
に
つ
い
て
は
、
櫻
井
・
前
掲
注
（
10（
）
一
五
頁
以
下
参
照
。

（
150
）　W

ilson, supra note 109, at 3（7-（8.

（
151
）　

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
Ｒ
Ｐ
Ｓ
を
解
説
し
た
和
文
文
献
（
二
〇
〇
五
年
八
月
）
と
し
て
、
宮
田
・
前
掲
注
（
100
）
三
九
頁
以
下
参
照
。

（
152
）　W

ilson, supra note 109, at 3（8.

（
153
）　Id. 

（
15（
）　

髙
村
ゆ
か
り
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
め
ぐ
る
法
政
策
─
日
本
の
現
状
と
課
題
」
環
境
三
学
会
合
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
二
〇
一
六

年
七
月
二
四
日
）
二
〇
頁
。
前
記
の
と
お
り
、
近
時
、
ハ
ワ
イ
州
が
二
〇
四
五
年
ま
で
に
一
〇
〇
％
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
を
要

求
す
る
こ
と
と
し
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

（
155
）　Cal. Energy Com

m
ʼn, R

enew
ables Portfolio Standard (R

PS), available at http://w
w

w
.energy.ca.gov/portfolio/ 

(last visited on A
pr. 3, 2017).

（
15（
）　Id.

（
157
）　Id.

（
158
）　Cal. Public U

tilities Com
m

ʼn (

“CPU
C

”), R
PS Program

 O
verview

, available at http://w
w

w
.cpuc.ca.gov/RPS_
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O

verview
/ (last visited on A

pr. 3, 2017).

（
159
）　Id. 

（
1（0
）　CPU

C, California R
enew

ables Portfolio Standard (R
PS), available at http://w

w
w

.cpuc.ca.gov/R
PS/ (last 

visited on A
pr. 3, 2017).

（
1（1
）　Id. 

（
1（2
）　Pub. U

til. Code § 399.20.

（
1（3
）　CPU

C, Frequently A
sked Q

uestions: Californiaʼs R
PS Feed-in T

ariff (FIT
) Program

 (Last updated: 02/01/201（).

（
1（（
）　Id. 

（
1（5
）　CPU

C, Feed-in-T
ariff Legislative H

istory, available at http://w
w

w
.cpuc.ca.gov/General.aspx?id=58（9 (last 

visited on A
pr. 3, 2017).

（
1（（
）　Public U

tilities Reports, Inc., California R
evisits Its Feed-in T

ariff Program
, （12（ Pur U

til. Reg. N
ew

s 1 (June 
7, 2013).

（
1（7
）　Id.

（
1（8
）　Id.

（
1（9
）　CPU

C, D
ecision Revising Feed-in T

ariff Program
, Im

plem
enting A

m
endm

ents to Public U
tilities Code Section 

399.20 Enacted by Senate Bill 380, Senate Bill 32, and Senate Bill 2 1X
 (M

ay 31, 2012).

（
170
）　Public U

tilities Reports, Inc., supra note 1（（.

（
171
）　U

.S. D
O

E, R
E

N
E

W
A

BLE
 M

A
R

K
E

T
 A

D
JU

ST
IN

G
 T

A
R

IFF (R
E

M
A

T
), available at https://energy.gov/

savings/renew
able-m

arket-adjusting-tariff-rem
at; D

SIRE, R
enew

able M
arket A

djusting T
ariff (R

eM
A

T
), available 

at http://program
s.dsireusa.org/system

/program
/detail/5（（5 (last updated on July 21, 201（) (last visited on A

pr. 3, 
2017). 

本
段
落
の
記
述
は
、
当
該
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
の
記
載
に
拠
っ
た
。

（
172
）　CPU

C, Bioenergy Feed-in T
ariff (SB 1122), available at http://w

w
w

.cpuc.ca.gov/SB_1122/ (last updated on 
Feb. 7, 2017) (last visited on A

pr. 3, 2017).

本
段
落
の
記
述
は
、
当
該
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
の
記
載
に
拠
っ
た
。
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（
173
）　

本
段
落
の
記
述
は
、
以
下
に
拠
っ
た
。Public U

tilities Reports, Inc., California U
pdates Feed-in T

ariff, （075 PU
R 

U
til. Reg. N

ew
s （ (June 15, 2012).


